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中間市の各相談・問い合わせ先

介護保険課

保険係

093-246-6243
・介護保険料・介護給付費請求及び取り下げ・被保険者資格・介護認定申請

・介護保険高額サービス費

給付係

093-246-6283

・負担限度額申請・住宅改修（相談、申請）・介護認定（認定調査、審査）

・要介護認定不服申立て・介護サービス苦情受付窓口・介護給付費適正化関係

・介護サービス事業所に対する指導・地域密着型サービス事業所の指定、指導

・居宅介護支援事業所の指定、指導等・総合事業第一号サービス事業所の指定、指導

・介護予防支援事業所の指定、指導・介護サービス事故に関すること

・福祉用具購入費支給申請・介護サービス事業者からの各種相談対応

・第三者行為に関する手続等、養介護施設従事者による高齢者虐待に関する相談通報

・セルフケアプラン

中間市地域包括

支援センター

(高齢者支援係)
093-245-7716

・介護予防支援（介護予防ケアプラン）・おむつの給付・配食サービス・緊急通報

・住よか事業・住宅改修に関する相談・認知症サポータ―養成講座

・老人クラブ助成事業・はいかい高齢者 SOS ネットワーク

・あんしん身見守り情報キット・高齢者見守りネットワーク（見守り隊）・総合相談

・権利擁護・高齢者虐待関連・地域包括ケアシステムに関すること

・介護サービス事業者からの相談対応等・困難事例対応・介護認定申請の相談

・介護予防日常生活支援総合事業に関すること、

福祉支援課

福祉政策係

093-246-6282

・民生委員児童委員協議会・更生保護・日本赤十字社・旧軍人恩給・戦傷病者、戦没

者遺族等援護・地域福祉計画に関すること・社会福祉法人の指導監査

福祉支援課

障がい者福祉係

093-246-6282

・障害者手帳・交通機関などの減免・自動車に関する助成・補装具・日常生活用具

・障害福祉サービス及び障害児通所支援・自立支援医療費(更生医療・精神通院医療)

・各種障がい手当・見舞金・税金の減免・障がい福祉関連施設

・心身障害者扶養共済制度・公共料金等の減免

健康増進課

高齢者医療係

093-246-6246
国保医療係

093-246-6246

国民健康保険・後期高齢者医療・高額療養費・療養費関係、高額医療介護合算

障がい者、子供医療

生活支援課

093-246-6247 生活保護受給・医療券・介護券・介護扶助、生活保護に関する相談

安全安心まちづ

くり課

防災安全係

093-246-2017
市民協働係

093-246-2017

防犯・防災・ハザードマップ

協働によるまちづくりの企画、立案・NPO 法人・ボランティア団体の育成支援・自治会・

校区まちづくり協議会

産業振興課

中間市消費生活

センター

093-246-5110

消費生活被害・悪質な訪問販売等
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地域密着型サービスの運営上の留意事項について(主な関係法令等)

① 介護保険法(平成 9年法律第 123号)

② 介護保険法施行令(平成 10年政令第 412号)

③ 介護保険法施行規則(平成 11年厚生省令第 36号)

④ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18年厚生労働

省令第 34号)

⑤ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18年厚

生労働省令第 36号)

⑥ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年告示第126号)

⑦ 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18年告示

第 128号)

⑧ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて(平成 18年老計発第 0331005号老振発第 0331005号老老発第 0331018号)

⑨ 通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについて(平成 12年老企第 54号)

⑩ 中間市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定要件並びに指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成 24年 12月 21日

条例第 25号)

⑪ 中間市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準指定地域

密着型サービス事業者の指定要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に係る基準に関する条例(平成 24年 12月 21日条例第 24号)

⑫ 中間市指定介護保険事業者に関する規則 （令和 6年 3月 29日規則第 8号）

⑫ 中間市指定介護保険事業者の指定等に関する事務取扱要綱 （令和 6年 3月 31日告示第

告示第 51号）

⑬ 中間市介護サービス事業者等指導要綱 （平成 19年 9月 1日告示第 61号）

⑭ 中間市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱 （平成 19年 9月 1日告示第 62号）

⑮ 中間市介護サービス事業者等からの暴力団等排除のための措置に関する要綱(平成 24年

5月 24日告示第 79号)
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指定地域密着型介護サービス事業所に対する指導及び監査について

指導方針

介護サービス事業者等及び当該介護サービス事業を行う事業所及び、その従業者等に

対し、介護保険法における各種の法令(法、基準、規則、条例、通知)の趣旨、目的の周知、

及び理解の促進、事業所指定事務の取扱、介護報酬請求に係る過誤、不正防止、介護保

険法及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に定める介護

給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底さ

せるとともに、指定地域密着型サービス事業所の資質の向上を図ることを基本方針とし

て実施する。

指導の形態

(1) 運営（実地）指導

市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)又は市が厚生労働省若しくは都道府

県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)により、指導対象となる介護サービス

事業者等の事業所又は施設において関係書類を閲覧し、対象者との面談により実施す

る。

(2) 集団指導

複数の介護サービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講

習等の方法により実施する。

監査

実地指導、書面指導等において、人員、設備、運営に関する基準違反や不正請求が疑

われる場合には、厳正かつ機動的な対応が必要になることから、介護保険法第 5章の規

定に基づき実施する場合があります。

(根拠:中間市介護サービス事業者等指導要綱平成 19年 9月 1日告示第 61号)
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（介護報酬改定）令和６年４月１日より義務化された事項について

令和６年４月１日より義務化された事項、義務化に伴い新たに適用される減算について

お知らせいたします。

１．高齢者虐待防止措置未実施減算の適用

対象：居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く全サービス

概要：虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応、発生した場合の再発防止のため、

以下の要件を満たさない場合、減算が適用されます。

要件：①虐待の防止のための対策を検討する委員会を年１回以上開催すること。

②虐待の防止のための指針を整備すること。

③指針に基づいた研修をサービス種別に応じ、年１回又は年２回以上実施すること。

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※ ①～④の措置を運営規程に規定し、指定権者へ届出ることも必要です。

減算：上記①～④の要件がどれか一つでも欠けると減算が適用されます！

・減算単位：所定単位数の 100 分の 1 相当（利用者全員について対象）

・減算期間：事実が生じた月の翌月～改善が認められた月まで

・減算の場合の対応：

※ 減算が適用された場合、速やかに改善計画を提出した後、事実が生じた月から３月後に

改善計画に基づく改善状況を指定権者に報告する。

経過措置：福祉用具貸与については R9.3.31 までの間、減算は適用されません。

２-1．身体的拘束等の適正化の推進

対象：短期入所系サービス、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

概要：身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、次の措置を講じる必要があります。

要件：①身体的拘束等を行う場合、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録すること。

②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

③身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を年に２回以上

実施すること。

減算：身体拘束廃止未実施減算

上記①～④の要件がどれか一つでも欠けると減算が適用されます！

・減算単位：所定単位数の 100 分の 1 相当（利用者全員について対象）

・減算期間：事実が生じた月の翌月～改善が認められた月まで

・減算の場合の対応：速やかに改善計画を提出した後、事実が生じた月から３月後に改善

計画に基づく改善状況を指定権者に報告する。
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２-２．身体的拘束等の適正化の推進

対象：居宅介護支援、訪問・通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売

概要：身体的拘束等を行う場合、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを

得ない理由を記録する必要があります。

減算：適用なし

３．業務継続計画未策定減算の適用

対象：全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

概要：感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する継続的なサービス提供及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定する必要があります。

要件：①感染症に係る業務継続計画を策定すること。

②災害に係る業務継続計画を策定すること。

減算：上記①②のどちらか一つでも未策定の場合、減算が適用されます！（利用者全員に

ついて対象）

減算単位：所定単位数の１００ 分の３ 相当（施設系、居住系サービス）

所定単位数の１００ 分の１ 相当（その他のサービス）

減算期間：基準を満たさない事実が生じた月の翌月～解消されるに至った月まで

※基準を満たさない事実が生じた日が初日である場合は当該月～解消月まで

※業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施につい

ても義務化されていますが、見直しの未実施は減算の算定要件になりません。

注意：令和６年４月１日以前に開設した事業所は、令和６年４月１日又は令和７年４月１

日まで遡及して減算適用となります！

経過措置：居宅介護支援、訪問系サービス、福祉用具貸与 ⇒ R7.3.31 までの間、減算

は適用されません。

上記以外のサービス ⇒以下の要件を満たせば、R7.3.31 までの間、減算は適用さ

れません。

＜要件＞ ①感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

②非常災害に関する具体的計画の策定

※①②のいずれも整備されていることが必要です。

４．感染症の予防及びまん延の防止のための措置の適用

対象：全サービス

概要：感染症が発生し、又はまん延しないよう、次の措置を講じる必要があります。

要件：①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をサービス種別に

応じ、６月に１回又は３月に１回以上開催すること。

※感染症担当者を決めておくこと。

②感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

③指針に基づいた研修及び訓練をサービス種別に応じ、年１回又は年２回以上実施

すること。（入所・入居系は年２回以上実施）
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【参考】作成・実施の手引き、参考例等

５．認知症介護基礎研修の受講

対象：訪問入浴介護以外の無資格者がいない訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支

援以外の全サービス

概要：介護に直接かかわる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認

知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。

内容：入職より、一年以内に受講することが必要

◆受講対象外

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介

護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程

又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、看護師、准看護師、医師、

歯科医師薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、栄養士、あん

摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士等

※ 養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講した者、認知症の介護等に係る

研修を修了した者については、対象外として差し支えありません。

高齢者虐待防止に係る措置、身体拘束廃止への取組

（国）施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000943605.pdf

身体的拘束等の適正化の推進

（国）身体拘束廃止・防止の手引き

http://www.mhlw.go.jp/contents/12300000/001248430.pdf

業務継続計画（ＢＣＰ）

（国）介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修、業務継

続ガイドライン等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/douga_00002.html

感染症の予防及びまん延の防止のための措置

（国）介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/taisakumatome_13635.html

認知症介護基礎研修

情報掲載：福岡県公式ホームページ 「認知症介護基礎研修（eラーニング）について

https：//www.pref.fukuoka.lg.jp.contents/ninchisho-kiso-elearning.html
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認知症介護基礎研修について

対象事業所：すべての地域密着型サービス及び地域密着型介護老人福祉施設

令和３年４月１日より介護に関わる全ての従事者に対して、認知症についての知識理解

及び認知症対応力の向上推進し、認知症の方の尊厳を保障をしていく観点からすべての介

護サービス事業者において、介護に直接携わる職員のうち、医療、福祉関係の資格を有さ

ない職員についても、認知症介護基礎研修を受講することが必要になりました。

受講対象外の者

この研修義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月

３１日までの間は、努力義務とされています。

また、通所型サービス事業者は、令和６年３月３１日までに医療、福祉関係資格を有さ

ない全ての従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなけれ

ばならない。とされており、事業者において、従事者が研修を受講できるように支援を行

なうことが求められています。

また、新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療、福祉関係

資格を有さない者に限る。（※注））に対する当該義務付けの適用については、採用後１年

間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講

させることとされています。（この場合についても、令和６年３月３１日までは努力義務で

差し支えないとされています。）。

医療、福祉関係資格を有さない者に限る。（※注）

認知症介護基礎研修（ｅ-ラーニング）による研修の実施機関

《義務付けの対象外となる有資格者は、以下のとおり》

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研

修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一

級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、

きゅう師等、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技

術を習得している者。

研修実施機関：認知症介護研究・研修仙台センター

URL：https：//kiso-elearning.jp

情報掲載：福岡県公式ホームページ 「認知症介護基礎研修（eラーニング）について

URL：https：//www.pref.fukuoka.lg.jp.contents/ninchisho-kiso-elearning.html
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生活相談員の資格要件について

中間市の地域密着型サービス事業所における生活相談員の資格要件につきましては以下

のとおりとされています。

（１）社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者

①社会福祉士 ②精神保健福祉士 ③社会福祉主事任用資格

（２）これと同等以上の能力を有すると認められる者

次のいずれかに該当する者

①介護福祉士 ②介護支援専門員 ③社会福祉施設等で３年以上の実務経験者

※ 地域密着型介護老人福祉施設の場合（１）の要件を満たす必要があります。

生活相談員の役割、責務等

実態的には事業所の組織や職務分担等により、その具体的な職務内容は異なりますが、

生活相談員は、社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を必要と

することから、求められる役割責務については、社会的に支援を必要とする人とその環

境に働きかける専門職としての役割が期待されています。

具体的には、事業所が提供するサービスの内容や質だけに着目することではなく、在

宅生活への連続性や他の在宅サービス等を総合的に考慮した相談援助を行うことが必要

とされ、利用者ごとの生活に対する課題等に対して、看護職、介護職等、担当するケア

マネジャーと連携を図りながら、その課題の解決に取り組むことが求められます。

社会福祉施設等で３年以上勤務し又は勤務したことのある者であって相談業務に１年以上従事して

いる又は従事した経験があり、利用者に対して適切な相談、援助などを行うことができると認められる

者については、介護支援専門員、特別養護老人ホーム・病院・診療所等で相談業務に従事したことのあ

る生活相談員、看護師を指します。（看護師は、職種として相談援助業務に従事したことが必要です。）

※生活相談員の具体的な役割、責務

・サービス担当者会議の出席

・利用者、家族との相談

・利用者のアセスメント

・通所介護計画書の作成

・計画の介護スタッフへの周知

・計画の進捗状況の確認

・作成した計画についてのモニタリング

・介護支援専門員、その他サービス事業者との連携

・その他、在宅生活全般に関する配慮、相談、家族への支援等

－9－



注）社会福祉施設等について

社会福祉法第２条に定める社会福祉事業

・生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設、更生施設等

・児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施

設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

・老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又

は軽費老人ホームを経営する事業

・障害者自立支援法 （平成十七年法律第百二十三号）に規定する障害者支援施設を経営する事業

・売春防止法 （昭和三十一年法律第百十八号）に規定する婦人保護施設を経営する事業

・授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又

は生活に関する相談に応ずる事業

・児童福祉法 に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後

児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支

援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法 に規定する助産施設、保育所、

児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ず

る事業

・母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）に規定する母子家庭等日常生活支援事業又

は寡婦日常生活支援事業及び同法 に規定する母子福祉施設を経営する事業

・老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多

機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法 に

規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センタ

ーを経営する事業

・障害者自立支援法 に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移

動支援事業及び同法 に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業

・身体障害者福祉法 （昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体障害者生活訓練等事業、手

話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、

補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更

生相談に応ずる事業

・知的障害者福祉法 （昭和三十五年法律第三十七号）に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用

させる事業

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）に規定する

介護老人保健施設を利用させる事業

・隣保事業（隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域

における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。）

・福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又

は低額な料金で、福祉サービス（前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下こ

の号において同じ。）の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受け

るために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその

他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。）

・上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業

病院、診療所、指定特定施設、介護老人保健施設、指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業
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介護サービス情報の公表制度について

１ 制度の趣旨

平成１８年４月から、介護サービスを行っている事業者に介護サービス情報の公表が

義務付けられています。

この制度は、介護保険の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用

者による選択（自己決定）」を現実のサービス利用において保障するため、利用者が介護

サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する介護サービス情報を、円滑かつ容

易に取得できる環境整備を図ることを目的としています。

２ 制度の概要

介護サービス事業者は、年に１回、介護サービス情報を報告する必要があります｡報告

された情報が記入漏れや記入誤り等がなければ、報告した内容が公表されます。

また、報告された情報の調査については、平成２４年度以降は任意となっており、介

護サービス事業者が希望した場合に、事業所を訪問して実施します。

平成３０年度から、政令市（北九州市、福岡市）の事業所については、報告先及び調

査の実施が、所管の政令市になっています。

（公表される内容）

(1) 基本情報

事業所の所在地、定員、従業員数、利用料金等、事業所の概要となる情報

(2) 運営情報

各マ ニュア ルの 有無、 サービ ス記録 の有 無等、 事業所 の運営 上の 情報
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対象となるサービス（地域密着型サービス事業所）
・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護（介護予防を含む。）

・指定療養通所介護・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。)
・小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

・地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)

対象とならないサービス

① 介護保険法（以下「法」という。）第７１条第１項本文の規定に基づき、法第４１条

第１項本文の指定があったものとみなすもの、法第７２条第１項本文の規定に基づき、

法第４１条第１項の本文の指定があったものとみなすもの、又は法第１１５条の１１

において準用する法第７１条第１項本文及び法第７２条第１項の規定に基づき、法第

５３条第１項本文の指定があったとみなすもの(以下「みなし指定」という。)につい

ては、みなし指定となって１年を経過していない場合は対象外となります。

【みなし指定事業所】

② 既存の事業者で、前年度に受領した介護報酬の額（利用者負担額を含む。）が、居宅サ

ービス及び介護予防サービスのいずれの事業でも１００万円を超えない事業者は報告対

象外です。

③ 既存の事業者で、前年度に受領した介護報酬の額(利用者負担額を含む。)が、居宅サ

ービス及び介護予防サービスのいずれでも100万円を超えない事業者は報告対象外です。

情報公表事務の流れ

① 計画の策定

県（政令市）は、毎年、「介護サービス情報の報告に関する計画」、「調査事務に関する

計画」及び「情報公表事務に関する計画」を「介護サービス情報の公表制度に係る報告、

調査、情報公表計画」（以下「計画」という。）として一体的に定め、公表します。

② 通 知

計画に基づき、対象事業者に報告方法等に関する通知文書を送付します。

③ 情報の報告

介護サービス事業者は、自らの責任において介護サービス情報(基本情報及び運営情報)
を、インターネットを通じて県に報告します。（調査を希望しない場合は、記入漏れ及び

・病院、診療所における（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、

（介護予防）通所リハビリテーション

・介護老人保健施設における（介護予防）短期入所療養介護、

（介護予防）通所リハビリテーション

・指定介護療養型医療施設における（介護予防）短期入所療養介護、

また、（介護予防）短期入所療養介護の事業所のうち、平成21 年度から新たに提供可能と

なった有床診療所の一般病床については、対象外となります。
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記入誤り等がなければ「(6)情報の公表」となります。）

④ 調査を希望する場合の申込み

調査を希望する事業所については、調査希望の申込みを行います。申込み方法及び手

数料の納付方法については、県（政令市）が指定した方法で行ってください。

⑤ 調査の実施

調査希望の申込み及び手数料の納付を確認した後に、調査する日程を決定し、県（政

令市）が調査を実施します。

⑥ 情報の公表

介護サービス情報をインターネット等により公表します。

調査を希望する事業所については、調査結果に基づき、介護サービス情報をインター

ネット等により公表します。

公表の時期

新しく指定を受けた事業所（新規事業所）は事業開始時、前年度から継続している事

業所は１年に１回（県が定めた時）です。

なお、新規事業者は、基本情報のみの公表となり、運営情報は公表免除になりますが、

事業開始後に任意で公表することは可能です。

手数料

公表手数料：なし

調査手数料：県又は政令市から通知しますので、確認してください。

※ 調査を希望する場合のみ、手数料が必要です。

行政処分

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づくものであり、

① 報告を行わない。

② 虚偽の報告を行う。

③ 調査を妨げる。

などの事例に該当する事業所に対しては、県が改善命令を出し、なお従わない場合は、

指定若しくは許可の取消し、又は指定若しくは許可の全部又は一部の効力を停止するこ

とがあります。

【問合せ先】 福岡県保健医療介護部介護保険課 監査指導第二係

TEL092-643-3319・FAX092-642-1504
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地域密着型サービスの外部評価制度について

外部評価とは

地域密着型サービスにおける介護の質の向上を図ることを目的として、厚生労働省の

定める基準に基づいて、認知症対応型共同生活介護事業者（介護予防含む）が自己評価

を行ったうえで、県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果

を踏まえて総括的な評価を行うものです。

外部評価の頻度

原則として少なくとも年に１回受けます。

外部評価の手続き

認知症対応型共同生活介護事業者（介護予防含む）は、福岡県が選定した外部評価機

関に申込みを行い、契約後外部評価機関に対して評価手数料を支払います。

外部評価機関は、実施要領及び結んだ契約に基づいて外部評価を行います。

外部評価結果の公開

・評価機関は外部評価の結果を「独立行政法人 福祉医療機構」が運営する「ＷＡＭＮＥＴ

（福祉、保健、医療情報ネットワーク）」に掲載します。

・認知症対応型共同生活介護事業者（介護予防含む）は次の手続きが必要です。

（１）指定を受けた市町村に評価結果を提出します。

（２）利用申込み者に対して、外部評価の結果を重要事項説明書に添付して説明するとと

もに、事業所の見やすい場所に掲示をします。

（３）事業者が自ら設置する運営推進会議において評価結果について説明します。

外部評価の実施免除
なお、以下の要件を満たし、運営推進会議における評価を受けた場合は、外部評価を受

けたとみなすこととします。（以下「みなし評価」という。）（令和 3 年 4 月改定）

ア 事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行っていること。

イ 自己評価について市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三

者が出席する運営推進会議に報告し評価を受けていること。

ウ 評価を受けたうえで公表していること。

また、５年間継続して外部評価又はみなし評価を実施している事業所で、以下の要件を

満たすと認められた事業所は、次年度の外部評価又はみなし評価については実施しなくて

もよいとされます。（令和 3 年 4 月改定）

ア 自己評価、外部評価結果及び目標達成計画を保険者に提出していること。

イ 運営推進会議が、過去１年間に６回以上開催されていること。

ウ 運営推進会議に、事業所の存する保険者の職員又は地域包括支援センターの職員が

必ず出席していること。
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エ 自己評価、外部評価結果のうち、外部評価項目の２、３、４、６（改正前外部評価

項目３、５、６、９）の実践状況（外部評価）が適切であること。

上記の要件をすべて満たす事業所については、当該事業所の存する保険者に申請書を提

出することができます。

保険者は、申請のあった事業所について、上記の要件をすべて満たしているかどうかの

確認を行い、要件を満たすと認められる事業所について、県に対し報告を行い、当該事業

所について次年度の外部評価を実施しなくてもよいとすることについて、同意を行います。

自己評価、外部評価結果のうち、外部評価項目の２、３、４、７の実践状況（外部評価※）

が適切であること。

留意事項

「運営推進会議の議事録」について

議事録には、参加者の出欠状況、会議の内容、結果等を具体的に記載してください。

運営推進会議報告書については、会議録とともに５年間の保存が必要です。

事業所の自己評価について

・ 管理者や計画作成担当者が単独で作成するものではなく、管理者、計画作成担当者、

看護職員、介護職員等が参加するミーティングにより、スタッフ各自が取り組んだ個別

評価を持ち寄り、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどを話し合う過程

を通じて、作成してください。

運営推進会議における評価について
・ 運営推進会議における評価は、事業所自己評価で取りまとめた当該事業所で提供され

ているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告したうえで、市町村職員

又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三

者（事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等）の立場にある者が

参加し、第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、

サービスの質の向上を図るとともに地域包括ケアの中で当該事業所が果たすべき役割を

明らかにしていくことが必要です。

※ 外部評価項目について

２：事業所と地域とのつきあい

３：運営推進会議を活かした取組み

４：市町村との連携

７：運営に関する利用者、家族等意見の反映
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介護サービス事業者の業務管理体制の整備及び届出について

平成２１年５月１日より、介護サービス事業者（以下「事業者」という。）は、法令遵

守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設（以

下「事業所等」という。）の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関す

る事項を記載した届出書を、国、都道府県又は保険者に、遅滞なく届け出ることとされ

ています。

１ 事業者が整備しなければならない業務管理体制
（介護保険法第 115 条の 32、介護保険法施行規則第 140 条の 39）

○事業所の数には、介護予防を含みます。例えば、訪問介護と介護予防訪問介護を併せて

行っている事業所は、２とカウントします。

○介護保険法第 71条の規定に基づき、保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき、介

護保険法の事業所（居宅療養管理指導、訪間看護、訪問リハビリテーション及び通所リ

ハビリテーション）の指定があったとみなされる場合は、事業所の数に含みません。

２ 届出事項（介護保険法施行規則第 140 条の 40）

３ 届出先（介護保険法第 115 条の 32、介護保険法施行規則第 140 条の 40）
介護保険法の改正により、平成 27年 4月 1日以降、業務管理体制整備の届出先が下記

のとおり変更されています。

※届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所（本社・本部）

の所在地で決まるものではないので注意してください。

業務管理体制

の整備の内容

業務執行の状況の監査

を定期的に実施

法令遵守規程（業務が法令に適合することを確保する

ための規程）の整備

法令遵守責任者（法令を遵守するための体制の確保に係る責任者）の選任

事業所等の数 １以上 ２０未満 ２０以上１００未満 １００以上

届出事項 対象となる介護サービス事業者

事業者の

・名称（法人名）

・主たる事務所（本社・本部）の所在地

・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

すべての事業者

②「法令遵守責任者」の氏名、生年月日等 すべての事業者

③「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者

④「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者

区 分 届 出 先

① 事業所等が二以上の都道府県に所在する事業者

事業所等が３以上の地方厚生局の管轄地域に所在する事業者 厚生労働大臣（老健局）

事業所等が２以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
主たる事務所が所在する都

道府県の知事

② 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で、事業所が同

一市町村内(中間市内)に所在する事業者
中間市長

③ 事業所等が同一都道府県のみに所在する②以外の事業者

下記以外の事業者 都道府県知事

事業所等が同一指定都市のみに所在する事業者
政令指定都市（福岡市、北

九州市等）中核市
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各地方厚生局の管轄区域

４ 届出事項の変更（介護保険法第 115 条の 32 介護保険法施行規則第 140 条の 40）

既に届出を済ませた事業者、法人であっても、以下の項目に変更があった場合は、

業務管理体制に係る変更届（通常の変更届とは別）が必要となりますので、注意して

ください。

５ 区分変更（所管行政機関の変更）の届出

事業所、施設の指定、廃止等により、所管（届出先）が変わる場合は、変更前、変更

後の双方の行政機関に、区分変更（所管の変更）の届出を行ってください。

※業務管理体制の整備に係る届出書は、福岡県ホームページからダウンロードできます。

６ 届出の時点

（１）事業所の新規指定に伴い届出が必要となる場合

⇒ 事業所の新規指定申請時に提出してください

（２）事業所の変更届出に伴い業務管理体制に変更が生じた場合

⇒ 事業所の変更届出時に提出してください

（３）その他の場合

⇒ 届出及び届出の必要性が生じた時点で速やかに提出してください

地方厚生局 管轄区域

北海道厚生局 北海道

東北厚生局 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県

関東信越厚生局
東京都・千葉県・栃木県・茨木県・群馬県・埼玉県・神奈川県・長野県

山梨県・新潟県

東海北陸厚生局 愛知県・岐阜県・静岡県・富山県・石川県・三重県

近畿厚生局 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県・福井県

中国四国厚生局
広島県・岡山県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・徳島県・高知県

香川県

九州厚生局 福岡県・熊本県・大分県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

変更事項

① 法人名称

② 主たる事務所の所在地、電話、ＦＡＸ番号

③ 法人代表者の氏名(フリガナ)、生年月日、所属名および職名

④ 法人代表者の住所、職名

⑤ 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)、生年月日、所属名および職名

⑥ 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要

⑦ 業務執行の状況の監査の方法の概要

〈区分変更の例〉

・他県からも、事業所の指定を受けたとき ： 県→厚生労働省

・県指定事業所を全廃し、地域密着型サービス（一市町村内）のみになった場合：県

→保険者（市町村）
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指定更新手続の要領（指定地域密着型サービス事業所）

１ 概要

指定地域密着型介護（介護予防）サービス事業所においては、介護保険制度上（法第 78

条の 12 及び第 115 条の 21 において準用する法第 70 条の 2）の位置づけより、基準適合状

況の定期的な確認を行うため、指定の効力に６年間の期限が設けられています。

現在、指定を受けている事業者は、指定日から６年を経過する際に指定の更新を受け

なければ、有効期間満了により指定の効力を失うこととなります。

前回指定（許可）日から６年を経過する日が「有効期間満了日」となり、その翌日が

「更新予定日」となります。

(例）

２ 指定更新申請の提出について

指定地域密着型サービス事業所等の指定更新申請については、有効期間の満了が近づい

ている地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所へ、指定更新の

手続について中間市より通知を行います。

（１）指定更新の手続き

通知内容に従い、指定更新申請書に必要書類を添付したうえで、中間市長宛（中間市保

健福祉部介護保険課給付係）に提出をお願いします。

（２）更新申請書提出後の流れ

提出のあった、指定更新申請書及び添付書類の確認を実施した後に、現地において運営

状況の確認を実施します。

書類確認、現地確認終了後、中間市地域密着型サービス運営委員会の協議を経て、更新

を認めることが適当と判断された場合においては、更新後の有効期間（更新前の有効期間

の終了日の翌日から６年間）を記載し公示及び通知を行います。

（３）留意事項

・ 申請者又は事業所の管理者が介護保険法に定める欠格事由に該当する場合には、指定

の更新を受けることができません。

・ 更新申請においても、新規指定時と同様に、人員、設備及び運営基準を満たしている

ことが必要です。

・ 休止中の事業所は指定更新を受ける事ができません。

指定年月日 有効期間満了日

（更新の期限）

更新予定日

(有効期間満了日の翌日)

令和２年１月１日 令和７年１２月３１日 令和８年１月１日
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３ 指定更新までの流れについて

対象：地域密着型介護（介護予防）サービス事業所

夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活

介護・地域密着型特定施設入居者生活介護（※各介護予防を含む）・地域密着型通所介護

看護小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設

中間市と指定更新手続きの時期について中間市より通知を行ないます。

更新申請書作成

指定更新手続き要領に従い、申請書の作成を行う

チェックリストにより、添付書類等に作成と点検を行う

※ 変更届等が未提出になっていないか確認を行う

更新申請書の提出及び確認

中間市は、提出が行われた更新申請書を、法第 78条の

12及び第 115条の 21に基づいて確認及びヒアリングの

実施

中間市の確認の結果、申請書類及び添付資料に不備があ

った場合、修正若しくは差し替えを指示する。

※ 変更届等が未提出の場合、申請と

同時に提出を行う。

※ 中間市の確認の結果、申請書類

及び添付資料に不備があった場合、

修正若しくは差し替えを行う。

現地確認

中間市は、指定更新を申請した、地域密着型介護（介護

予防）サービス事業所に訪問し、現地確認及び職員への

ヒアリングを実施

現地確認の結果、不備が認められた場合改善を指示す。

※ 中間市より改善の指示があった

場合、速やかに改善を行い報告す

る。

指定更新要件を満たしていることを確認

中間市地域密着型サービス運営委員会の協議を経て確認を完了し、指定更新の決定を行う。

事業所への指定通知 公 示 中間市から県知事への届出
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電子申請届出システムの活用について

介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休

止・再開届等がオンラインでできるようになりました。介護事業者の業務負担軽減のため

に活用をお願いします。

電子申請届出システムとは

令和７年度までに全自治体での導入を目指し、厚生労働省が構築したシステムで、中間市では

令和７年４月より運用を開始いたしました。

パソコンからインターネットサイトにログインすることで、オンラインでの申請・届出が可能

となります。専用アプリ（ソフト）等は不要、利用は無料です。

※ 電子申請届出システムのURL（下記のアドレスからログイン画面につながります。）

URL：https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

電子申請届出システムで提出できる届出

電子申請届出システムを活用するメリット

電子申請届出システムの利用方法等

詳しくは、中間市公式ホームページをご確認ください。

トップページ＞組織でさがす＞保健福祉部＞介護保険課＞介護サービス事業者等の指定申請

に係る「電子申請・届け出システム｝の運用開始について

ＵＲＬ：https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/17/12237.html

◎ 地域密着型サービス新規指定申請 ◎ 総合事業第一号サービス新規指定申請

◎ 地域密着型サービス指定更新申請 ◎ 総合事業第一号サービス指定更新申請

◎ 地域密着型サービス変更届出 ◎ 総合事業第一号サービス変更届出

◎ 地域密着型サービス廃止・休止届 ◎ 総合事業第一号サービス廃止・休止届

◎ 地域密着型サービス指定辞退届

◎ 居宅介護支援新規指定申請

◎ 居宅介護支援指定更新申請

◎ 居宅介護支援指定変更届

◎ 居宅介護支援廃止・休止届

※ 老人福祉法に関する申請・届出等、福岡県へ届出を行う必要がある書類については、

宗像・遠賀保健福祉環境事務所社会福祉課（093-201-4162）へ尋ねください。

◎ ペーパーレス化が推進できます。

◎ 一つの電子ファイルを複数の申請届出で活用できるため、書類の作成負担が大きく軽

減でき申請手続きの簡素化、効率化が図れます。

◎ 提出した申請・届出情報や受付情報をシステム上で確認が行えます。

◎ 届出の提出、修正書類等の差し替えもシステム上で行うことが可能で、郵送や持参等

の手間が削減でき、時間の短縮にもつながります。

◎ 一度提出したデータはシステム上で６年間保存されるため、過去の提出書類を確認す

ることができます。
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老人福祉法に基づく届出について

介護保険サービスのうち次に記載する事業については、老人福祉法に基づく届出を、介

護保険法上の申請・変更等の届出等と併せて福岡県知事へ行う必要があります。

（１）老人居宅生活支援事業

（２）老人福祉施設（老人デイサービスセンター、老人短期入所施設）

介護保険法上のサービス種類 老人福祉法上の事業名 届出書類

・訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・第一号訪問事業

老人居宅介護等事業

・老人居宅生活支援等開始届

・老人居宅生活支援等事業変更届

・老人居宅生活支援等事業廃止（休止）届

・通所介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・第一号通所事業

※いずれも、特別養護老人ホーム、養

護老人ホーム及び老人福祉センターに

併設する場合

老人デイサービス事業

・老人居宅生活支援等事業開始届

・老人居宅生活支援等事業変更届

・老人居宅生活支援等事業廃止（休止）届

・短期入所生活介護

※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム

及び老人福祉センターに併設する場合

老人短期入所事業

・老人居宅生活支援等事業開始届

・老人居宅生活支援等事業変更届

・老人居宅生活支援等事業廃止（休止）届

・小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業

・老人居宅生活支援等事業開始届

・老人居宅生活支援等事業変更届

・老人居宅生活支援等事業廃止（休止）届

・認知症対応型共同生活介護
認知症対応型老人共同生活

援助事業

・老人居宅生活支援等事業開始届

・老人居宅生活支援等事業変更届

・老人居宅生活支援等事業廃止（休止）届

・複合型サービス

（看護小規模多機能型居宅介護）
複合型サービス福祉事業

・老人居宅生活支援等事業開始届

・老人居宅生活支援等事業変更届

・老人居宅生活支援等事業廃止（休止）届

【提出及び問合せ先】

福岡県保健医療介護部介護保険課指定係 ＴＥＬ：０９２（６４３）３３２２

介護保険法上のサービス種類 老人福祉法上の事業名 届出書類

・通所介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・第一号通所事業

※いずれも、特別養護老人ホーム、養

護 老人ホーム及び老人福祉センター

に併設しない場合

老人デイサービスセンター

・老人デイサービスセンター等設置届

・老人デイサービスセンター等変更届

・老人デイサービスセンター等廃止（休止）届

・短期入所生活介護

※特別養護老人ホーム、養護老人ホー

ム及び老人福祉センターに併設しない

場合

老人短期入所施設

・老人デイサービスセンター等設置届

・老人デイサービスセンター等変更届

・老人デイサービスセンター等廃止（休止）届
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変更届の提出について

事業所の指定内容及び、介護給付費算定にかかる体制等に関する変更が行われた場合、

次のとおり変更の届出を実施してください。

事業所の変更、廃止、休止

介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）及び介護保険法施行規則(平

成 11 年厚生省令第 36号)で定める事項に変更があった場合には、１０日以内に届出を実

施してください。また、事業所の廃止(休止) を行う場合、廃止 (休止) 日の 1か月前ま

でに届出を行う必要があります。老人福祉法の適用を受ける事業所の場合、同時に老人

福祉法に基づく届出も行って頂く必要があります。

また、中間市の地域密着型サービス事業所において、事業所の変更、廃止、休止等を

行う場合については、予め中間市介護保険課と協議を行うようにしてください、休止の

期間については、再延長を含め、最長で 1 年になります。

事業所の再開については、届出の２ヶ月前までに、必ず介護保険課へ連絡をしてくだ

さい。再開に際しては、新規申請と同様の書類の提出と審査が必要になります。

介護給付費算定にかかる体制等に関する変更届出について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービス区分ごとに提出期限

や添付書類等が異なりますので、「添付書類一覧」等を確認のうえ、提出をお願いします。

なお、内容に不備がある場合は、受理できませんので、提出書類に漏れや不備がない

よう早めに提出を行ってください。（※全ての書類が揃った時点で受理します。）

加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

届出を行っていた加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されな

くなることが明らかな場合は、速やかに届出を行ってください。この場合は、加算等が算

定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないこととなります。

変更届の提出と適用の時期

事業の種類 届出日 適用時期

加算の開始
毎月１５日以前 翌月１日より

毎月１６日以後 翌々月１日より

加算の終了 加算終了時に速やかに提出 加算の体制が終了した日よ

り適用

運営の体制に関する変更 変更より１０日以内 変更となった日より適用

事業所の移転・増改築等
計画段階で事前相談が必要

変更届の提出は、現地確認を

伴うため要調整

変更となった日より適用
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人員配置基準における両立支援への配慮

人員配置基準における両立支援への配慮について

介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止、

定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直し

が行われました。

ア「常勤」の計算に当たり、職員が育児、介護休業法等による育児、介護等の短時間勤務

制度を利用する場合に加えて、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ

ン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週 30時間以上の勤務

で「常勤」として扱うことを認める。

イ「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「事業場における治療と仕事の両立支援のた

めのガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週 30時間

以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」は厚生労働省ＨＰに掲載

されています。

URL：https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/guideline/
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管理者の責務及び兼務範囲の明確化

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点

から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ

適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理、指揮命令を行うことである旨を明確

化したうえで、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる

場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えないことが明確

化されました。

管理者が、他の事業所の管理者を兼務する場合の考え方

当該事業所の管理者が、同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者

としての職務に従事する場合、その職務に従事する時間帯において、当該事業所の利用者

へのサービス提供の場面等で生じる様々な事象について適切に把握でき、職員及び業務の

一元的な管理と指揮命令を行うことに支障が生じないと判断される場合には、兼務を行う

ことが可能と判断されます。

例えば、管理すべき事業所数が過剰である場合や、兼務する事業所、施設等のいずれか

において看護職員や介護職員等と管理者を兼務し、かつ他の事業所、施設の管理者を兼務

を行う等、明らかに業務量が過剰と判断される場合、また、事故発生時等の緊急時におい

て管理者自身が速やかに事業所、施設又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けるこ

とができないと判断される距離にある事業所の管理者を兼務する体制となっている場合等

は、管理業務に支障があると考えられるため兼務は不可能と判断されます。
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運営推進会議について

指定地域密着型サービス事業者は、運営推進会議等の設置が、「指定地域密着型サービス

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 34号）（以下「基準省

令」という。）」、及び中間市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係

る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定要件並びに指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例（平成 24年条例第 24号）（以下「中間市基

準条例」という。）」、において義務付けられており、平成２８年度からは新たに、指定地域

密着型通所介護事業者及び指定療養通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者に

おいても、運営推進会議の開催が義務付けられました。

目 的

運営推進会議とは、地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村の職員、地域住民の

代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスと

することにより、１事業所運営の透明性の確保、２サービスの質の確保、３事業所による

「抱え込み」の防止、４地域との連携の確保を達成することを主な目的としており、各事

業所が自ら設置するべきものとされています。

運営推進会議の構成員

運営推進会議の構成員について、運営推進会議の構成員について、利用者、利用者の家

族、地域の代表者（町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等）、市町村の職員又は地域

包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等とされて

います。（地域住民の代表者と知見を有する者との兼務は可能と考えられる。）

（開催の頻度）

サービス種別 開催回数

療養通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

概ね６月に１回以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護・医療連携推進会議を年２回、概ね半

年に１回以上

看護小規模多機能型居宅介護
介護・医療連携推進会議を３か月に１回以

上

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

概ね２月に１回以上
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運営推進会議における議事や内容

運営推進会議（介護・医療連携推進会議）の議題や内容については、特に決まりはありません

が、下記の内容等を取りあげることが必要であると考えられます。

議事録の作成

運営推進会議における、活動状況の報告内容、評価、要望、助言等についての「記録」（議事

録）の作成が義務付けられています。

なお、記録については、中間市基準条例に基づいて、作成日から５年間保存が必要となります。

記録を行う際には、公表が義務付けられており、「事業所名」「開催日時、場所」「会議の構成

員」「会議の内容」「次回会議の開催予定日時」などを記載することや、その内容を報告すること

が必要になります。中間市の所定の様式を用いて報告してください。

地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価

平成２７年度の介護保険制度改正の伴う基準省令の改正により、地域密着型サービス事業所が

行う自己評価及び外部評価等の取り扱いが変更されました。

小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業者は、運営推進会議をお

おむね２か月に１回以上、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は介護・医療連携推進会議

をおおむね３か月に１回以上開催する旨規定されています。

今回の変更により、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサー

ビスについて評価、点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について運営推進会議

又は介護、医療連携推進会議において、第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を１年に

１回以上行うこととされています。

運営推進会議の開催方法について

平成３０年度より、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点か

ら、以下の要件を全て満たす場合については複数事業所の合同開催が可能になりました。

１ ．活動状況の報告

２ ．会議の出席者からの、事業所の活動状況の評価

３ ．事業所への要望、助言等の意見聴取

４ ．活動状況の報告（利用者数、行事やイベントの開催状況、地域との交流情報等）

５ ．職員研修の実施状況

６ ．ヒヤリハットや事故等の件数の報告と防止に向けた改善策

７ ．事業所運営上の課題について

８ ．利用者の健康管理に係る事業所の取り組み（感染症の対策等）

９ ．前回の会議で聴取した要望や助言への対応の報告

１０．地域における介護及び医療に関する課題等についての情報共有

① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、情報、プライバシーを保護すること。

② 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

③ 合同して開催する回数が、1 年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。
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協力医療機関の名称等の届出について

認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所等の一

部のサービスについては、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定権者に届け出るこ

とが義務付けられています。

なお中間市については、次のとおり届出を頂くこととしています。

届出の具体的な内容な内容について

１．介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関

との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関

や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下

の見直しを行う。【省令改正】

（ア）以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務

付ける（複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えない

こととする。）。その際、義務付けにかかる期限を３年とし、併せて連携体制に係る実

態把握を行うとともに必要な対応について検討する。

① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関そ

の他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則

として受け入れる体制を確保していること。

（イ）１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対

応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行

った自治体に提出しなければならないこととする。

（ウ）入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。

２．地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で

適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機

関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。【省令改正】

（ア）協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるよ
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うに努めることとする。

① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

（イ）１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対

応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行

った自治体に提出しなければならないこととする。

（ウ）利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。

提出方法等について

・提出の時期

年度ごとに８月１日から８月３１日の間及び協力医療機関が変更になった場合

・提出を行う書類等

（別紙３）協力医療機関に関する届出書及び各協力医療機関との協力内容が分かる書類

※ 協力医療機関が変更になった場合いついては、変更届出書、地域密着型サービス事業

所の指定等に係る記載事項

・届出方法

E－ｍａｉｌ若しくは、介護保険課給付係窓口へ持参してください。

※ 様式は提出方法等は、中間市公式ホームページをご確認ください。

様式掲載名称場所 「協力医療機関に関する届出書について」

（中間市公式ホームページ）

トップページ ＞ 組織でさがす ＞ 保健福祉部 ＞ 介護保険課 ＞ 協力医療機関に関

する届出書について

URL：https：//city.nakama.lg.jp/soshiki/17/13347.html
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社会福祉法人等による利用者負担軽減事業について

社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として生計が困難な低所得者の利用者負担

を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図るもので、平成 12年に国により

定められた要綱、及び中間市社会福祉法人利用者負担額軽減措置事業実施要綱（平成 17年

２月７日告示第２号）に基づいて実施されています。

軽減の対象となる被保険者

・生活保護受給者

・市町村民税非課税世帯であって要件を満たす者のうち保険者が認めた者(確認証の交付

を受けた者)

対象サービスの種類（訪問介護など１０種類のサービス）

軽減額

平成 25年 8月 1日施行又は平成 26年 4月 1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活

保護が廃止された者で、生活保護廃止以前からの利用者負担軽減を継続する場合、居住費

のみは従前のまま全額軽減とする特例措置が取られています。

当該軽減事業を行う場合、保険者と県に届出を行い、介護サービス等の提供の際には、

利用者の提示する確認証の内容に基づき利用者負担の軽減を行います。

この制度は、所得が低い方も介護サービスを受け易くなるよう設けられた制度のため、

社会福祉法人においてはこの事業の実施をお願いします。なお、利用者負担軽滅額に対し

て保険者から補助金が交付されますが、一部はその法人の負担となります。

訪問介護

通所介護

短期入所生活介護

介護老人福祉施設(地域密着型を含む)

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

軽減の対象者 軽減の程度

市町村民税非課税世帯で保険者が認めた者 利用者負担の 4 分の 1

うち、老齢福祉年金受給者 利用者負担の 2 分の 1

生活保護受給者 利用者負担の全額
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暴力団排除の取り組みについて

中間市指定地域密着型サービス事業所において、新規指定、指定更新、管理者の変更、

役員の変更があった際には、中間市へ誓約書を提出する必要があります。

基準設置の根拠

介護サービス事業者等の暴力団排除の取組については、中間市暴力団排除条例に基づき、

介護サービス事業者等から暴力団等を排除し、中間市における介護サービスの適正な運営

を図るため、暴力団等の排除のための措置については、「中間市介護サービス事業者等か

らの暴力団等排除のための措置に関する要綱 (平成 24年 5月 24日告示第 79号) 」にお

いて必要な事項が定められています。

暴力団の定義

暴力団等 次に掲げるものをいう。

ア 暴力団

イ 暴力団員

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者又は団体

（ア） 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

（イ） 暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員がその

運営を支配している事業者

（ウ） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用又は使用している者又は団体

（エ） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材又は原材料の購入契

約等を締結している者（事業者を含む。）

（オ） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者（事業者を含む。）

（カ） 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会

的に非難される関係を有している者（事業者を含む。）

（キ） 協定書に基づき、暴力団排除措置を講じる対象者として、県警から通報等があっ

た者又は県警から通報等がなされ５年を経過しない者（事業者を含む。）

中間市へ手続きが必要な介護サービス事業者等

ア 地域密着型サービス事業者

イ 地域密着型介護予防サービス事業者

ウ 特定福祉用具販売事業者

エ 特定介護予防福祉用具販売事業者

オ 住宅改修事業者（個人を含む）

カ 居宅介護支援事業者

キ 総合事業第一号サービス事業者

－35－



排除の例外

災害時等緊急を要する場合で、排除措置をとることにより災害復旧等に遅延を生じ、市

民生活に支障をきたすと判断されるときは、排除措置をとらない場合があります。

該当する場合の措置

照会の結果、県警から暴力団等に該当する旨の回答があった場合の取り扱いは、次のと

おりとなります。

(１) 地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、総合事業第１号サービス事業者等

の指定、指定更新、又は役員等の変更を許可しない。

(２) 販売事業者等 登録若しくは登録更新又は役員等の変更を許可しない。

事後措置等

虚偽の申請等により排除対象者に該当する事実が判明せず、所定の措置をとることがで

きず、後日、排除対象者に該当することが判明した場合、次の各号に定める取扱いとなり

ます。

(１) 地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、総合事業第１号サービス事業者等

については、指定の取消し等の対象となります。

(２) 販売事業者等の場合、排除対象者に該当することが判明した時期が、申請から登録ま

での間であれば登録対象から取り消すものとし、登録をした後であれば登録を取り消す

ものとします。
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介護職員等による喀疾吸引等(喀痰吸引・経管栄養)の実施について

平成２４年度の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成２８年度以降の介護福

祉士国家試験合格者及びそれ以外の研修を受けた介護職員等(ホームヘルパー等の介護職員、

前記以外の介護福祉士、特別支援学校教員等)は、一定の条件の下で、喀痰吸引等の実施が

可能となりました。

なお、用語の定義として、介護福祉士（平成２８年度以降の合格者に限る。）であって実

地研修を修了した者が実施できる行為を「喀痰吸引等」といい、都道府県又は登録研修機

関が実施する喀痰吸引等研修を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証

を交付された介護職員等により実施できる行為を「特定行為」といいます。（実施できる行

為の内容は同じです）

喀痰吸引等（特定行為）の種類
（１） 口腔内の喀痰吸引

（２） 鼻腔内の喀痰吸引

（３） 気管カニューレ内部の喀痰吸引

（４） 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

（５） 経鼻経管栄養

老人福祉法、介護保険法に基づく事業所で喀痰吸引等（特定行為）を実施するためには

喀痰吸引等（特定行為）を実施できる介護福祉士又は認定特定行為業務従事者認定証を交

付された介護職員等（以下、「認定特定行為業務従事者」という。）が所属しており、医療

や看護との連携による安全確保が図られていること等の一定の条件を満たしているとして、

その事業所ごと、事業種別ごとに、「登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）」の登

録を受ける必要があります。

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）の登録
喀痰吸引等（特定行為）業務を開始しようとする３０日前までに、申請書に関係書類を

添えて、県に登録の申請をしてください。要件に全てに適合していると認められる場合、

登録を行った旨を通知します。

登録申請時に提出した介護福祉士、認定特定行為業務従事者名簿に変更が生じた場合は、

変更の日から３０日以内に変更の届出をしてください。

登録申請に必要な書類は、県ホームページに掲載しています。

トップページ＞テーマから探す＞健康・福祉・子育て＞介護・高齢者福祉＞介護職員・介

護支援専門員＞「喀痰吸引等事業者（特定行為事業者）の登録申請等」

なお、登録喀痰吸引等事業者にあっては、介護福祉士が基本研修又は医療的ケアを修了

している場合であって、実地研修を修了していない場合には、当該事業所において、その

介護福祉士に対して実地研修を行う必要があります。

介護福祉士、介護職員等が喀痰吸引等（特定行為）を実施するには
①介護福祉士

基本研修または医療的ケアを修了している介護福祉士が喀痰吸引等を実施するためには、

登録喀痰吸引等事業者または登録研修機関で実地研修を修了し、実施できる喀痰吸引等が

付記された介護福祉士登録証の交付を受ける必要があります。

介護福祉士登録証に実施できる喀痰吸引等の行為を記載する手続きについては、「公益財

団法人社会福祉振興、試験センター」のホームページでご確認ください。
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②認定特定行為業務従事者

介護職員等が喀痰吸引等の行為を実施するためには、喀痰吸引等を行うのに必要な知識

及び技能を修得するための研修（喀痰吸引等研修）を修了し、県から認定特定行為業務従

事者認定証の交付を受ける必要があります。

交付申請を受け付けた日から３０日以内に認定証を交付しますので、交付日以降、実施

することができます。

認定証の交付申請に必要な書類は、福岡県ホームページに掲載されています。

県内の登録研修機関の名簿は、福岡県ホームページを参照してください。

トップページ＞健康・福祉・子育て＞介護・高齢者福祉＞介護職員・介護支援専門員＞喀

痰吸引等事業者（特定行為事業者）の登録申請等

喀痰吸引等研修
喀痰吸引等研修には、次の研修課程があり、登録研修機関で受講することができます。
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防災計画の策定、見直し及び被災状況報告について

防災計画策定の義務
高齢者福祉施設等の基準においては、「非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時

の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない」とされており、防災計画

（非常災害対策計画）の策定が義務付けられています。

防災計画を策定する際には、施設の種類、規模、立地条件等それぞれの施設の特性に応

じた計画の策定が必要となります。

※マニュアル及び参考通知資料（福岡県ホームページ）

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bousai-16.html

防災計画（非常災害対策計画）の策定、見直しに関する留意点
（１） 防災計画（非常災害対策計画）の作成又は見直しに当たっては、すべて職員が分か

るよう、簡潔かつ具体的な内容とし、多職種で協議し作成してください。施設の立地

条件や入所者等の特性に応じた対策とするとともに、マニュアルのチェックリストを

活用し、必要な事項等が盛り込まれているか、検討を実施してください。

（２） 検討、点検項目

① 水害、土砂災害を含む地域の実情に応じた防災計画（非常災害対策計画）が策定さ

れているか。

② 防災計画（非常災害対策計画）に次の項目がそれぞれ含まれているか。

（イ）介護保険施設等の立地条件 （ロ）災害に関する情報の入手方法
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（ハ）災害時の連絡先及び通信手段の確認 （ニ）避難を開始する時期、判断基準

（ホ）避難場所 （ヘ）避難経路 （ト）避難方法 （チ）災害時の人員体制、指揮系統

（リ）関係機関との連絡体制

地震、火災、台風、大雨等による冠水、土砂災害等については、防災計画を基に年２回

以上の総合的な防災訓練を実施するなど、日頃から万全を期すこととされており、また、

万が一災害が発生した場合には、利用者の安全確保を第一とし、迅速に対応することが求

められています。

なお、災害等で事業所が被災した場合、その被害状況につきましては、「被災状況報告書」

（様式 1）により、速やかに中間市まで報告されるようお願いします。

非常災害対策計画策定のポイント

① 地震、火災、台風、大雨等のみではなく、水害、土砂災害を含む地域の実情に応じ、

かつ、利用者の心身の状態に配慮した実行可能な非常災害対策計画の策定が必要です。

なお、想定される災害の内容、範囲等、避難所の開設状況、その他必要な情報の確認

については、中間市総務部安全安心まちづくり課、又は中間市消防署までお問い合わせ

ください。

② 非常災害対策計画には次の項目がそれぞれ含まれることが必要になります。

介護保険施設等の立地条件

・ 災害に関する情報の入手方法

・ 災害時の連絡先及び通信手段の確認

・ 避難を開始する時期、判断基準

・ 避難場所

・ 避難経路

・ 避難方法

・ 災害時の人員体制、指揮系統

・ 関係機関との連携体制

③ 避難訓練の実施について

一年に２回以上、火災、地震、水害、土砂災害の場合を含み、地域の実情に応じ、

かつ、利用者の心身の状態に配慮した、実行可能な避難訓練を行う必要があります。

策定すべき非常災害対策計画の内容について

火災、地震に関する計画に加え、風水害による被害を防止するために、それぞれ

の施設の属する地域、地形などを考慮し、想定される災害に対し、実行可能な計画

になっているか定期的に確認し、必要な場合見直しを行うようにしてください。

また、地震や豪雨災害等の大規模な災害が発生し、職員、執務環境、ライフライ

ン等の業務に必要な資源に制約を受ける状況下にあっても、災害応急業務や優先度

の高い通常業務を適切に実施、継続するための業務継続計画（ＢＣＰ）を作成する

ようにしてください。
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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

１ 災害時情報共有システムについて

災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、

被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表シ

ステム（以下「情報公表システム」という。）に災害時情報共有機能が追加されました。

２ システム利用登録について

災害時情報共有機能を利用するには一部を除き事前作業が必要となります。

対象ごとに必要な作業をお示ししますので御確認ください。

（１）介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所（※特定施設を除く）

情報公表システムのＩＤ（介護保険制度における事業所番号）により利用できます。

システムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してください。

・緊急連絡先担当者

・緊急連絡先電話番号

・緊急連絡先メールアドレス

（２）介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額１０

０万円以下の事業所

ａ：情報公表を任意で行う場合

上記(１）と同様に情報公表システムのＩＤにより利用できます。

ｂ：情報公表を行わない場合（行っていない場合）

福岡県から「被災確認対象事業所番号」及び「初期パスワード」を設定し、郵送で

通知します。

当情報を用いてシステムへログイン後、以下の情報を最新のものへ更新してくださ

い。

・緊急連絡先担当者

・緊急連絡先電話番号

・緊急連絡先メールアドレス

（３）新規指定事業所

新規指定事業所の場合、調査票の提出をお願いします。

その後、福岡県から「被災確認対象事業所番号」及び「初期パスワード」を設定し、

郵送で通知します。

新規指定事業所については、システムへ登録する際、事業所情報が必要となります。

次の調査票を福岡県ホームページより「災害時情報共有システムへの登録に係る調査

票」をダウンロードし、指定予定日の前々月末までに提出することが必要になります。

掲載先：福岡県公式ホームページ

福岡県公式ホームページ＞健康・福祉・子育て＞介護・高齢者福祉＞介護保険＞介

護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて
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ＵＲＬ：https：//www.pref.fukuoalg.Jp/coutents/kaigo-saigaisystem.html

提出先：福岡県保健医療介護部介護保険課指定係

Ｅ-メール：k-unei@pref.fukuoka.lg.jp

３ 災害時情報共有システムへのログインについて

システムへのログインは、情報公表システムに係る「介護サービス情報報告システム」

から行いますい。

【「サービス名」に係る留意事項】

福岡県から「被災確認対象事業所番号」及び「初期パスワード」の通知を受けてログ

インする場合は、「９５０公表対象外の事業所」を選択してください（有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウスは通

常のサービス名を選択してください）。

ＵＲＬ: https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/40/

※システム操作にあたっては「操作マニュアル」を確認したうえで、実施してください。

【操作マニュアル掲載先】

事業所向け操作マニュアル（被災状況報告編） [PDF ファイル／1.46MB]

ＵＲＬ：https：//www.pref.fukuoalg.Jp/coutents/kaigo-saigaisystem.html

４ 災害発生時の対応について

（１）小規模災害など国からシステムの利用の指示がない場合についは、従来どおり［被

災状況報告書」を作成し中間市へ報告してください。

（２）国からシステムの利用の指示があったが、システムの利用ができない場合について

は、「被災状況報告書」により中間市へ報告してください。

（３）国からシステムの利用の指示があり報告を行う場合

① 国における災害情報の登録

災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、

災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録

します。災害情報登録後、厚生労働省から福岡県宛てに連絡があります。

② 介護施設・事業所等に対する連絡

福岡県は、介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能

になったことを連絡します。

③ 介護施設・事業所等における被害状況の報告

被害が生じた場合は、被害状況をシステム上で報告してください。

報告の際、システム上、すべての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告す

ることが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、その時点で把握している状況を入

力・報告してください。

５ 災害時情報共有システムの操作方法についての問い合わせ先

介護サービス情報公表システムヘルプデスク

E­mail：helpdesk@kaigokensaku.jp
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災害対策の強化について

災害への地域と連携した対応の強化

地域密着型サービスの提供時において、地震、台風、風水害、土砂災害などの災害が発

生した場合、事業所のスタッフのみでは迅速な避難等の対応が困難になることも想定され

るため、日頃から事業所が所在する地域との連携を図りながら、非常時の協力体制を確立

することが必要不可欠となります。

この取り扱いについて、事業所ごとに、地域との連携を踏まえた非常災害対策（計画策

定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）を作成することが位置づけられ

ています。

また、防災計画に位置付けられた内容を元に、訓練を実施実施する際には、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めることが必要になります。

【参考】

●「高齢者福祉施設等防災計画策定マニュアル」を作成しました。

福岡県ホームページ ＞ 健康・福祉・子育て ＞ 介護・高齢者福祉 ＞ 計画・高齢者人口・

見守り施策等 ＞ 「高齢者福祉施設等防災計画策定マニュアル」を作成しました

https://www.pref.fukuoka.l.jp/contents/bousai-16.html

●中間市ハザードマップ

ホーム > 暮らしのガイド > 防災・防犯・安全 > 防災 > ハザードマップ（洪水・土砂災

害・高潮）

https://www.city.nakama.lg.jp/kurashi/bosai/bosai/29hazard-map.html
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「防災メール・まもるくん」の活用について

「防災メール・まもるくん」は、福岡県、及び県内各市町村が中心になり、地域の防災

情報をメールで通知するシステムです。

通知される内容は以下のとおりです、各事業所、施設において、日頃から地震、津波、

台風、大雨等の災害に備えるためにお役立ください。

地震、津波、台風、大雨等の防災気象情報、避難勧告等

県内の地震、津波、台風、大雨等の注意報、警報情報を受信できます。

県からの「災害時の注意の呼びかけ」や市町村からの「避難勧告や指示」等の防災情報

を受信できます。

災害時の安否情報通知

県内で震度５以上の地震が発生したとき、または、津波が到達したときに、事前に登録

したメールアドレス（最大５件）に対して、簡単な操作で自分の安否を知らせるメールを

一斉に送信できます。

地域の安全に関する情報

不審者事件など地域の安全に関する情報が配信されます。

福岡県避難支援マップ

避難所、避難場所、徒歩帰宅者支援ステーション、災害拠点病院、救急病院、救急診療

所の施設情報を提供します。

ＧＰＳ機能付携帯電話なら、現在地から目的施設までの道順を教えてくれます。

その他の配信情報
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登録は、

mamoru@bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp
（このアドレスに空メールを送信し、返信のあったメールの内容に従って登録してください。）

防災に関するお問い合わせ先

（中間市）

中間市総務部安全安心まちづくり課

〒809-8501 中間市中間一丁目 1番 1号

TEL：093-246-2017 FAX：093-245-5598

（福岡県）

福岡県 総務部 防災危機管理局 防災企画課

Tel：092-643-3112 Fax：092-643-3117
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（資料：福岡県保健医療介護部介護保険課作成）
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消費生活用製品（福祉用具）の重大製品事故に係る公表について

消費生活用品（福祉用具）の重大製品事故についての情報が消費者庁ホームページにお

いて、公表されています。福祉用具を利用する際には使用方法を確認のうえ、その留意事

項等について利用者へ十分な説明を行うなど、利用者の安全を確保するための適切な対応

をお願いします。

消費者庁令和６年２月重大事故に係る公表（一部抜粋）
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（資料）「医療・介護ベッド安全普及協議会」
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介護認定（更新）認定申請を行う際の主治医への報告について

介護認定（更新）申請時の主治医への報告の必要性について

要介護(要支援)認定、要介護（要支援）認定の更新、及び区分支給限度額の変更の申請（以

下、「要介護(要支援)認定等の申請」と記載）が行われた場合、その当日、もしくは翌日に、

主治医の意見書（以下「意見書」と記載）を中間市から主治医へ送付することになります。

この意見書には、主治医により利用者の心身の状態や既往、本人の介護を必要とする原

因などの記載が行われます。

主治医は、意見書の記載を行うために利用者の診察を行い、現在の心身の状況や情報を

把握する必要があります。

要介護(要支援)認定等の申請を行った旨の情報を主治医が確認できていない場合、利用者

の受診の間隔や予約状況により、意見書の記載までに時間を要する状況が生じる場合や、

必要な診療情報の把握が行われない状況が生じることもあり、その結果、認定結果通知ま

でに、かなりの時間を要する状況になることが想定されます。

このような状況を回避するためにも、要介護(要支援)認定等の申請を行われる際には、次

の事項に留意していただきますようにお願いします。

留意事項

● 事前に、主治医へ要介護(要支援)認定等の申請を行う旨の報告を行い、現在の担当医師

の把握を行うとともに、意見書の記載を依頼し利用者の受診等について調整を実施して

ください。

● 複数の医療機関や、同一の医療機関の中で複数の診療科を受診している場合、意見書

の記載を行う診療科、または医師の所属診療科、氏名を確認し、申請を行う旨を伝えた

うえで、要介護(要支援)認定等の申請を行うようにしてください。

● 主治医の所属する医療機関名、及び医師の氏名（必ず姓と名）を、正確に記入してく

ださい、医師氏名の記入がない場合、申請書を受理できないこともあります。

● 利用者が複数の医療機関を受診している場合、どの医師に意見書を依頼するかについ

て、利用者の抱える問題点や病状等から判断を行い、かかりつけ医へ相談を実施してく

ださい。

● 長期未受診の利用者の場合、主治医へ予め相談を行ったうえで、要介護(要支援)認定等

の申請を行うとともに、速やかに受診を行うように配慮してください。

● 要介護(要支援)認定等の申請を行った後の、利用者の急な入院の場合等には、このまま

意見書の記載が可能か、または記載する医師の変更が必要かについて、主治医への確認

を実施し、変更が必要な場合には、必ず中間市介護保険課へ連絡してください。
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介護認定区分変更申請手続きについて

区分変更申請を行う際の考え方

区分変更申請は、認定の有効期間中に心身の状態の変化により、介護が必要な度合いに

変化がある場合に、要介護（要支援）状態区分の変更が必要であるとして行う申請です。

このため、単に利用者の希望や事業所の都合で、サービスの種類や、その利用回数を増

やすことのみを目的に申請を行うのは適切ではありません。

また、認定結果に不服がある等の理由で区分変更申請を行うことは適切ではなく、この

場合、認定結果審査請求の手続きを実施して頂くことになります。この場合、認定結果に

ついて状況を詳しくお伺いしたうえで、手続きの説明を行います、必ず介護保険課給付係

までご連絡ください。

なお、区分変更申請は、利用者の病状、状態像等、その心身の状態に変化がある場合に

実施することが必要なため、現に必要なサービスの量が確保できない等の状況が生じてい

るにもかかわらず、担当する介護支援専門員やサービス事業所の都合のみで、次の月の初

日まで申請を待つ行為は適切とは言えません。変更申請が必要な状態が確認された時点で、

実施するようにしてください。

次に、要支援１、要支援２からの区分変更申請（要介護認定の新規申請）の場合、予防

サービスの基準の解釈に、訪問型サービス及び通所型サービス等の提供において、月の途

中で利用者のニーズに変化が生じ、提供の頻度、内容に変更が生じた際には、当該定額報

酬の範囲で対応することとされており、この場合、要介護認定の新規申請（区分変更）の

時期は、翌月の１日となります。但し、利用者に明らかな状態の変化が認められ、要支援

１・２の認定区分では、サービスの種類、内容によって対応が困難になる場合には、当該

申請を拒むわけではありません。この場合、申請日以降、居宅サービス計画の暫定作成が

必要になることから、区分変更申請と同時に、必ず地域包括支援センターと調整のうえ、

担当の居宅介護支援事業所より、「居宅サービス計画作成の届出」を行う必要があります。

利用者が病状悪化やケガで入院した際の変更申請の時期

病状の悪化やケガ等で入院した際の区分変更申請の提出については、入院直後等、病状

が急性期の状態での申請は、状態の変化が大きく正確な調査が困難になることが想定され、

また調査自体も不可能な場合もあります。病状が安定した時期を目途に提出するようにし

てください。また、申請書には、区分変更の理由をできるだけ詳しく記載してください。

但し、悪性腫瘍末期や、終末期に該当する場合についてはこの限りではありませんが、

この場合、申請書提出時にその理由を説明して頂ければ、早期に認定結果の通知が行える

ように調整を実施します。

介護予防・日常生活支援総合事業サービス対象者における、要介護認定、要支

援認定の新規申請について

既に、介護予防・日常生活支援総合事業サービス対象者として、訪問・通所サービスの

利用を行う利用者が、新規に介護保険の申請を行う場合には、中間市地域包括支援センタ

ーと調整を行うようにしてください。
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新規に介護認定申請を行う際の留意事項

要介護認定を受けた介護保険の被保険者の場合、訪問看護や訪問リハビリテーション等※

の医療系サービスの一部については、その申請日より介護保険でのサービス費の請求に切

り替わることになります。

介護認定の申請を行う際には、医療系サービスの利用の有無について、必ず確認を行う

とともに必要な調整を実施してください。
※ ⇒ 厚生労働大臣が定める疾病等及び、医師の特別な指示がある場合を除く

居宅療養管理指導について

医師、歯科医師が訪問診療を実施する際に在宅療養に係る指導を実施した場合について、

介護認定の申請が行われた日より、医療保険での「在宅児医療総合管理料」から介護保険

での「居宅療養管理指導料」へ切り替わることになります。

利用者が、訪問診療を受けていることが確認された場合、介護認定の申請の時点で主治

医等との連携を図り、必要な調整を実施するとともに、暫定ケアプランを作成する場合に

ついては、医師からの情報提供に基づきケアプランに位置付けるようにしてください。

ただし、申請の時点では、訪問診療を受けているが、居宅療養管理指導以外の介護保険

サービスの利用がなければ、居宅サービス計画の作成の時点まで、居宅療養管理指導の提

供のためだけに居宅サービス計画書の作成を行う必要はありません。

訪問看護の提供について

新規に介護認定の申請を行う時点で、既に訪問看護を利用している利用者については、

上記した厚生労働大臣が定める疾病等及び、医師の特別な指示がある場合を除き、申請日

より介護保険での訪問看護に切り替わることになります。このため、介護認定の申請に合

わせて、暫定ケアプランの作成が必要となり、介護認定の申請に合わせて準備を行うこと

になります。

介護認定申請後において、訪問看護を利用していたことが分かっても、申請の時点では、

居宅サービス計画書の作成がないため、遡及して報酬の請求を行うことはできないことに

なるため留意が必要です。
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交通事故等が原因で介護が必要になられた場合について

６５歳以上の第１号被保険者は、交通事故などの第三者の行為によって怪我をされた

ことが原因で介護が必要になった場合であっても、介護保険のサービスが利用可能です。

この場合、介護保険より介護サービスの費用のうち介護保険で支払われるに値する額

を、一時的に立て替え、後で加害者側に請求することになります。

介護サービスを利用中の利用者が交通事故に遭われた場合、又は交通事故による怪我

が原因で、要介護認定申請(または区分変更申請)を行われる場合等には、必ず介護保険

課窓口へ、その旨を伝えて頂くことが必要です。

また、交通事故などの第三者の行為によって怪我をされた場合であって、介護サービ

スを利用される際には、次に記載する書類を準備し、所定の手続きを行って頂く必要が

あります。

※申請に必要な様式については、中間市公式ホームページに掲載しています。

届出に必要な書類

・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のものの複写でも可)

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・念書兼同意書(被保険者記入)

・誓約書(相手方記入)

・同意書(相手方記入)

留意事項

第三者行為に係る手続き前に示談が成立した場合、原因となった事故等によって生じ

たケガや障がいに起因する部分については、介護保険が使えなくなる場合があります。

また、このような場合、第三者行為に係る手続きを行わず介護保険を利用していた場

合、その給付を行った相当額を、受け取られた示談金からお支払頂く場合があります。

必ず、示談前に必要な手続きを実施してください。

第２号被保険者の場合

４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者の方については、交通事故が原因で介護が必

要となった場合であっても、介護保険のサービスは利用できません。

これは、第２号被保険者の場合、要介護・要支援状態の原因となった心身の障がいが、

加齢を起因とする病気(特定疾病)によるものに限定されているためです。

〔お問合せ〕

中間市保健福:祉部介護保険課(給付係)

〒809-8501中間市中間一丁目１番１号 TEL：093(246)6283 FAX:093(244)0579
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被爆者健康手帳をお持ちの方の介護保険利用について

被爆者健康手帳をお持ちの方で、介護保険等のサービスを利用する場合、利用者負担

費用の軽減制度があります。

対象となる介護保険サービス

公費負

担番号

原爆被爆者の方の公費請求の区分 支給内容

１９ 医療系サービス

・介護医療院

・介護老人保健施設

介護保険優先残りを全額公費

※介護保険料滞納による介護給付等

の額の減額分については公費負担と

しない

１９ ・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)通所リハビリテーション

・(介護予防)短期入所療養介護

・(介護予防)居宅療養管理指導

・(介護予防)介護保健施設サービス

・(介護予防)介護療養施設サービス

介護保険優先残りを全額公費

※介護保険料滞納による介護給付等

の額の減額分については公費負担と

しない

８１ 福祉系サービス

・訪問介護

・総合事業第一号訪問型サービス（Ａ２に限る）

※公費負担手続きは、宗像・遠賀保健福祉環境事務所

介護保険優先残りを全額公費、但し、

低所得者に限る。

※介護保険料滞納による介護給付等

の額の減額分については公費負担と

しない

８１ 福祉系サービス

・訪問介護(低所得者に限る)

・通所介護

・地域密着型通所介護

・(介護予防))認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能居宅介護

・看護小規模多機能居宅介護

・定期巡回・随時対応型訪問看護介護

・総合事業第一号通所型サービス（Ａ６に限る）

介護保険優先残りを全額公費

※介護保険料滞納による介護給付等

の額の減額分については公費負担と

しない

８１ ・介護老人福祉施設サービス

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・(介護予防)短期入所生活介護

介護保険優先残りを全額公費

※介護保険料滞納による介護給付等

の額の減額分については公費負担と

しない

※補足給付部分は公費の対象にしな

い
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水俣病被害者の方の介護保険利用について

水俣病被害者手帳の交付受けている介護保険の被保険者の場合、介護サービスを利用

する際の負担費用の一部軽減制度があります。

対象となる介護保険サービス

・介護サービス・介護予防サービス・施設サービス

（※地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービスを含む）

※ 医療系サービス（介護予防サービスを含む）

対象者

・ 水俣病被害者手帳の交付受けている介護保険の被保険者

水俣病発生地域において過去に通常のレベルを超えるメチル水銀の曝露を受けた

可能性のある者における水俣病にもみられる症状に関する医療の対象者

・ 水俣病医療手帳の交付受けている介護保険の被保険者

メチル水銀の曝露に起因するものでないことが明らかなものを除く疾病等の医療

の対象者

公費の給付率負担割合

介護保険優先、利用者負担割合分については全額公費負担

問合せ先

介護保健施設サービス及び介護医療院サービス含め医療系サービス(介護予防サ

ービスを含む)の全て（ただし、介護保健施設サービスにおいては所定疾患施設療養

費等に限る）

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、

短期入所療養介護（老人保健施設等）

熊本県環境生活部水俣病保健課

住所／〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1

ＦＡＸ／096-382-3296 電話／096-333-2306

－61－



介護保険と労災給付（介護補償給付）の併用について

労災給付（介護補償給付）を受けている場合、介護保険のサービスを利用する場合、

その給付調整について、一定の留意が必要になる場合があります。

対象となる介護保険の被保険者

仕事や通勤中の事故により労働災害に遭った場合労働災害補償保険法に基づく労働

災害（「業務災害」「通勤災害」）に該当する場合があります。

このうち常時介護が必要となった場合であって親族や知人の介護を受けていない場

合については、労災補償の介護補償給付の対象となる場合があるとされています。

労働災害補償保険給付と介護保険の利用について

介護保険の被保険者で４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者の場合その申請の対

象が加齢に伴う障がい疾病等とされる１６疾病に限定されることから、労働災害が原因

で介護が必要となった場合、その障がい等を理由に介護認定の申請を行うことはできま

せん。

但し６５歳以上の介護保険の第１号被保険者の場合については、その心身の状態や疾

病に関わらず、介護認定の申請手続きは可能です。

次に、労災補償を受けている６５歳以上介護保険の被保険者が介護認定を受けた場合

については、労災保険と介護保険が重複しない範囲で利用が可能とされています。

労働災害補償保険法の規定

労働災害補償保険法により、労働災害等により常時または随時介護が必要となった場

合介護補償給付の対象となるということになります。

介護保険法の調整規定

介護保険法第２０条の規定により労働災害補償保険法により、給付の対象となった場

合、その範囲において介護給付の対象とならないことが記載されています。

介護補償給付（労災保険）は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する

労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる

障がいであって厚生労働省で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する

状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているとき、当該介護を受けている間

（略）当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

※労働災害補償保険法第１２条の８第４項

介護給付（略）は、当該要介護状態につき、労働者災害補償保険法（略）の規定によ

り療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他（略）介護給付等

に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、または当該

政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護

給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない

※介護保険法第２０条
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このことから、重複して補償される部分については労災保険が優先的に適用され労災

保険で補償されていない部分については介護保険を利用することができるということ

になります。

介護保険と、労災保険の二重給付は行えないことから、労働災害補償保険の適用を受

ける被保険者については、その補償の内容をあらかじめ把握しておく必要があります。

労働災害補償と介護保険を併用する場合の留意事項
労災補償の介護補償給付を受けている被保険者が、介護保険を利用する場合において、

その補償給付の決定内容によっては、一括支払いとして補償を受け取っている場合があ

ります。この場合、労災補償の介護補償給付の範囲については、以降の介護保険の給付

の対象とはなりません。

後日、労働災害が原因で、その補償給付を受けていることが確認された時点で、その

給付対象部分について介護保険からの給付分を返還しなければならない事になります。

労働災害補償給付の内容の確認について
労働災害補償給付の内容については、その補償給付を決定した労働基準監督署等が発行

した決定通知書において確認を行うことになります。

決定内容が不明な場合、その補償給付の決定を行った労働基準監督署が分かれば、その

労働災害補償に係る窓口へ確認を実施してください。

決定を行った労働基準監督署不明な場合には、最寄りの労働基準監督署へご相談くださ

い。

問合せ先

北九州西労働基準監督署（労災課）

北九州市八幡西区岸の浦一丁目５番１０号

TEL：０９３（２８５）３７９１ FAX：０９３（６２２）６５５５
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感染症対策について

インフルエンザや感染性消化器疾患等の同一の疾患で、死亡者、又は重篤な患者が１週

間以内に２人以上発症した場合、又は１０名以上の集団感染が確認された場合、宗像遠賀

保健福祉環境事務所感染症係への報告が必要になります。

また、上記に該当する場合、及び入所者の半数以上が感染した場合については、併せて

中間市へ事故報告書の様式を用いて、報告を実施してください

感染症対策に関する情報の活用について
次に記載する情報について、日頃より感染症対策を実施するとともに、事業所における

研修等にご活用ください。

感染症対策等について
高齢者は、感染症等に対する抵抗力が弱く、また、罹患することにより重篤化しやすい

ことから、特に注意が必要であり、地域密着型サービス事業所においては、感染症の発生

及びまん延の防止について必要な措置を講じる必要があります。

下記のホームページは、感染症対策等に関する厚生労働省等のホームページになります

ので、最新の情報を随時確認し、事業所での対策に活用してください。

また、中間市公式ホームページや福岡県ホームページ等にも、各種情報が掲載されてい

ますので、参考にしてください。

１ 衛生管理

○社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

（平成17年2月22日老発第0222001 号厚生労働省老健局長等連盟通知）

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/dl/h1

70222.pdf

〇「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正につ

いて（令和5年4月28日老発第0428第9号厚生労働省老健局長通知）

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7664&dataType=1&pageNo=1

〇厚生労働省 高齢者介護施設における感染対策マニュアル（2019年3月）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour

eisha/ninchi/index_00003.html

２ 新型コロナウイルス

〇新型コロナウイルス感染症について（厚労省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html

〇介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour

eisha/taisakumatome_13635.html

〇介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour

eisha/douga_00002.html

３ 新型インフルエンザ関連

〇厚生労働省：新型インフルエンザA(H1N1)pdm09 対策関連情報 （２００９年）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk

akukansenshou04/index.html

〇内閣官房：内閣感染症危機管理統括庁

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html

〇厚生労働省：特定接種（国民生活・国民経済安定分野）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108661.html

〇社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラ

イン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html

４ ノロウイルス

〇厚生労働省：感染性胃腸炎（特にノロウイルス）について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/

〇厚生労働省：ノロウイルスに関するＱ＆Ａ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/sy

okuchu/kanren/yobou/040204-1.html

５ インフルエンザ

〇厚生労働省：令和５年度 今冬のインフルエンザ総合対策について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html

〇厚生労働省：インフルエンザ施設内感染予防の手引き（平成25年11月改訂）

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf

〇厚生労働省：令和５年度インフルエンザＱ＆Ａ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakuk

ansenshou/infulenza/QA2024.html

６ 結核

○厚生労働省：結核（BCG ワクチン）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk

akukansenshou03/index.html

７ レジオネラ症

〇厚生労働省：レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針

（厚生労働省告示第264号）

－65－

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108661.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/sy
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakuk
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk


※（平成30年8月3日厚生労働省告示第297号により一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/rezionerashishin.pdf

〇厚生労働省：循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル（令和元年12
月17日改正）

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001401965.pdf

８ 食中毒

〇厚生労働省：食中毒

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/sy

okuchu/

９ 麻しん（はしか）・風しん

〇厚生労働省：麻しんについて

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakuk

ansenshou/measles/index.html

○厚生労働省：風しんについて

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakuk

ansenshou/rubella/

１０ 熱中症

○厚生労働省：熱中症関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nett

yuu/

○厚生労働省：熱中症予防のための情報・資料サイト

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/

nettyuu_taisaku/index.html

１１ ヒートショック

○東京都健康長寿医療センター研究所：ヒートショックを防止しましょう（リーフ

レット）

https://www.tmghig.jp/research/cms_upload/heatshock.pdf

１２ ＨＩＶ／エイズについて

○厚生労働省：ＨＩＶ／エイズ予防対策

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk

akukansenshou/aids/

１３ 大気汚染（PM2.5、光化学オキシダント等）

○福岡県：福岡県の大気環境状況

http://www.taiki.pref.fukuoka.lg.jp/homepage/Jiho/OyWbJiho01.htm

○福岡県：微小粒子状物質（PM2.5）に係る注意喚起について

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pm25-tyuuikanki.html

○福岡県：光化学オキシダント注意報について

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ox-chui.html
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口腔衛生に関する取り組みについて

高齢者の死因別統計において、高齢者の死因の上位に肺炎が入っており、加齢とともに

その割合が増加する傾向にあります。また、中間市では死因別の第３位とされるなど非常

に高い状況になってることが確認されています。この肺炎患者のうち誤嚥性肺炎の割合が

最も高く、高齢者肺炎全症例のうちの約６６％が、誤嚥性肺炎を発症していたとの報告も

あります。（東北大学２００５年調べ）

この誤嚥性肺炎の主な原因としては、口腔内で増殖した細菌が唾液に混ざり、その唾液

を誤嚥することにより発症するケースが多いことが報告されており、日頃からの口腔衛生

の重要性が指摘されています。

介護サービス事業所においては、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士か

ら、介護職員に対して口腔ケアに係る技術的な指導助言を受け、日頃の介護において口腔

衛生の取り組みを実践することで、利用者の口腔衛生の向上を行うことができ誤嚥性肺炎

等の発症を防止する取組みが進められています。

出展：令和２年福岡県保健統計年報

○ 要介護高齢者の口腔ケア ｅ-ヘルスネット（厚生労働省）

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-08-003.html
○ 8020 推進財団

https://www.8020zaidan.or.jp/index.html
〇 福岡県：令和 6 年 4 月 1 日から実施が義務化される「口腔衛生の管理」に係る説明

動画及びテキストの作成について

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koukuueisei-video.html
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介護職員が行う医療行為の範囲について

医師法第１７条歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈より次の

とおり定義されています。
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※ 厚生労働省より、令和４年１２月１日付けの通知において、一部の行為について、

新たにその解釈が示されました。
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介護サービス事故に係る報告について

中間市における介護サービス事故に係る報告については、「中間市介護保険事業者におけ

る事故発生時の事務取扱要綱」に基づき、指定を受けたすべての介護サービス事業所、居

宅介護支援事業所、介護保険施設及び中間市地域密着型サービス事業所等が報告の対象に

なり、適切に報告を行うこととしています。

また、中間市内に所在する介護サービス事業所等で事故が発生した場合において、その

対象者が中間市以外の被保険者の場合については、中間市と、その利用者が属する保険者

の双方に報告を頂くこととし、また、中間市以外に所在する介護サービス事業所を利用す

る中間市の被保険者においても、同様に中間市と事業所が所在する市町村の両方への報告

をお願することになります。

報告の範囲
利用者に対する「サービスの提供により事故が発生した場合」については、直接介護

を提供していた場合のみでなく次の場合も含みます。

(1) 利用者が当該事業所又は施設内にいる間に起こったもの

(2) 利用者の送迎中に起こったもの

(3) その他サービスの提供に密接な関連があるもの

報告すべき事故の種類
転倒、転落、接触、異食、誤嚥、誤薬、食中毒、感染症（インフルエンザ等）、交通事

故、徘徊（利用者の行方不明を含む。）、職員の違法行為、不祥事、その他

報告すべき事故における留意点
① 死亡については、死亡診断書で、老衰、病死等の主に加齢を原因とするもの以外の死

因が記載されたものを報告すること。

② けが等については、医療機関の受診（施設内における受診を含む。）を要したものを、

報告すること。なお、報告すべきか不明の場合は、保険者に問い合わせること。

③ 食中毒、感染症等のうち、次の要件に該当する場合は、保険者への報告と併せて管轄

の保健所に報告し、指導を受けること。

④ 従業者の直接行為が原因で生じた事故、従業者の介助中に生じた事故のうち、利用者

の生命、身体に重大な被害が生じたもの（死亡事故、自殺、行方不明及び事件性の疑

いがあるものを含む。）については、管轄の警察署に連絡すること。

（平成 27年度介護保険制度改正における変更点)

通所介護事業所（認知症対応型通所介護事業所を含む）において、宿泊サービスの提供中に生じた事

故についても報告の対象とされました。

（職員の違法行為、不祥事とは）

・サービス提供に関連して利用者に損害を与えたものを差します。

例）利用者の個人情報（記録等）の紛失、送迎時の利用者宅の家屋の損壊、飲酒運転、預かり金の

紛失や横領など。

・その他とは、事業所の災害被災など。

注：報告要件

イ 同一の感染症若しくは食中毒による、又はそれらによると疑われる死亡者、又は重篤な患者が１週

間以内に２人以上発症した場合

ロ 同一の有症者等が 10 人以上又は全利用者の半数以上発症した場合

ハ イ及びロに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に管理者等が必

要と認めた場合
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報告の時期等
所要の措置（救急車の出動依頼、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等）が終了し

た後、速やかに保険者に対して報告を行うこと。また、併せて居宅介護支援事業所又は介

護予防支援事業所に、報告を行うこと。

報告は、おおむね事故発生後５日以内に行うこと。ただし、事故の程度が大きいものに

ついては、まず、電話等により、保険者に対し、事故の概要について報告すること。

報告すべき内容
(1) 事業所の名称、事業所番号、連絡先及び提供しているサービスの種類

(2) 利用者の氏名、住所、被保険者番号、年齢、要介護度及び心身の状況

(3) 事故発生、発見の日時及び場所

(4) 事故の概要(事故の種別、事故の結果、事故の原因等)
(5) 事後の対応(家族や関係機関等への連絡)
(6) その他（再発防止の方策等）

事故報告の提出における留意点
・ 中間市においては、厚生労働省が通知した様式を用いて報告することとしています。

・ 基本的には利用者個人ごとに作成し提出していただくことになりますが、感染症、食

中毒、災害等において、一つのケースで対象者が多数に上る場合等については、事故報

告書を１通作成し、これに「対象者氏名、事後の対応、個々の病状またはケガの程度、

搬送先等」の情報を記載したリストを添付して提出を行うようにしてください。

記録
事故の状況及び事故に際して採った処理は必ず記録し、完結後５年間の保存が必要に

なります。

事故報告書の提出について

●事故報告書の提出先

中間市保健福祉部介護保険課給付係

●事故報告書の提出方法

E－メールによる提出、若しくは直接担当窓口へお持ちください。

E-mail：kaigo-kyufu＠city.nakama.lg.jp
●問合せ先

ＴＥＬ：０９３(２４６)６２８３

注：事故報告には該当しないが、これに準ずるもの

利用者が転倒した場合であっても、特に異常が見られずサービス提供を再開した場合や、職員による送

迎時の交通違反の場合等については、個人記録や事故に関する帳簿類等に記録するとともに、ヒヤリ・ハ

ット事例として事業所内で検討して、再発防止を図ることが望ましい。

注：報告に当たっては、以下の点は留意すること。

(1) 入所者及び利用者の事故について、事業所所在地の保険者と入所者等の保険者双方に報告すること。

(2) 対象者が、報告後に容態が急変して死亡した場合等は、再度報告書を提出すること。

－75－



事故報告に係る根拠法令等
中間市介護保険事業者における事故発生時の事務取扱要綱（平成１９年告示第１９号）

(1) 居宅サービス及び施設サービス

① 福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 24年

福岡県条例第 55号）第６条（それぞれ第 12条、第 17条、第 21条、第 27条で準用

する場合を含む。）、第 7条、第 13条、第 18条第 22条及び第 27条又は指定都市若し

くは中核市が定める条例における相当の規定

② 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令

第 37号）第 37条

③ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 39
号）第 35 条

④ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11年厚生省

令第 40号）第 36条

⑤ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 83号）附則第 130条の 2第 1
項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 41号）第 34条

⑥ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18年厚生労働省令第

35号）第 35条

(2) 地域密着型サービス

① 中間市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地

域密着型サービス事業者の指定要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に係る基準に関する条例（平成 24年条例第 24号）第 42条、

②中間市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定要件並びに指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例（平成 24年条例第

25号）第 38条

③ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 （平成１

８年厚生労働省令第三十六号）

(3) 居宅介護支援及び介護予防支援

① 福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 24年

福岡県条例第 55号）第 7条の 4、第 7条の 5
② 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号）

第 27条

③ 中間市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成 26年条例第 30号）

第 29条

(4) 指定通所介護事業所の設備を利用し提供する、夜間及び深夜の指定通所介護以外のサー

ビス（宿泊サービス）

① 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令

第 37号）第 104条の 2
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人権課題について

高齢者の人権課題と現状

近年、日本では平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景に、人口のほぼ４人に１人が

65歳以上の高齢者となっており、少子高齢化が急速に進展しています。

また、豊かな経験や知識がありながらも、年齢を理由に就業や社会的活動への参加が制

限されるなど、高齢者の人権にかかわる問題が起きています。

中間市においても、2014 年(平成 26 年)３月現在の高齢化率は 32. 4％となっており、全

国、福岡県の平均より高く、2025 年(平成 37 年)には 38. 3％と推測され増加の一途をたど

っています。

また、高齢者の増加に伴い一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加、寝たきり、

認知症高齢者の増加が顕著となってきており、悪徳商法による被害や、身体的、精神的な

虐待問題をはじめ、認知症高齢者の財産管理や身上監護を支援するための権利擁護が必要

となってきており、高齢者が安心して日常生活を営むことができるような環境づくりが求

められています。
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「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行について

わが国固有の人権問題である同和問題の解決を図るため、国や地方公共団体を中心にさ

まざまな取り組みが進められてきました。その結果、同和問題は解決の方向に向かっては

いるものの、インターネット上での同和問題に関する差別情報の流布など、情報化の進展

を背景とした問題も顕在化しています。

このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成２８年１２月９日に成立し、

同月１６日に施行されました。この法律では、部落差別は許されないものであることが宣

言され、その解消のために国や地方公共団体は「相談体制の充実」や「教育及び啓発」に

取り組むこととされています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行について

この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、

全ての障害者※が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が

重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害

を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の

解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として制定され

ました。

養介護施設従事者による高齢者虐待の発生状況（出展：福岡県資料）

障がいのある人の人権に関することがらで、人権がとくに尊重されていないと思うことはどの

ようなことですか？

（アンケート調査結果より「はい」と回答があった％を順位別上位５位までを掲載）

● 働ける場所や機会が少ないこと（学校や職場の受入体制が不十分なこと） ５８．７％

● 人々の障がいのある人に対する理解が十分でないこと ４８．２％

● 就職や職場で不利な扱いを受けること ４４．３％

● 道路の段差やエレベーターの未設置など、障がいのある人の利用に支障

があること（バリア・フリーのまちづくりが進んでいないこと） ４２．４％

● 障がいを理由に意見や行動が尊重されないこと（結婚、就職に際しての

周囲の反対など） ３８．５％
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人権問題に関する県民意識調査（令和３年度）
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講 師 団 講 師 あ っ せ ん 事 業

福岡県主体となり、国、市町村、企業、地域などで行われる同和問題をはじめと

する人権問題に係る啓発及び研修の推進を図るため、講師団講師あっせん事業を実

施しています。

講師団講師あっせん事業とは、国、市町村、企業、地域などの求めに応じて、講

師をあっせんするものです。

講師団講師は、同和問題をはじめとする人権問題に関する歴史論、実態論、政策、

行政論及び社会啓発論の各部門からなり、学識経験者、マスコミ、企業、行政など

幅広いジャンルの講師で構成しています。

【講師団各部門の内容について】

○歴史論部門…………… 同和地区の起こり、身分制度の成り立ち、被差別部落や

解放への歴史などに関する部門

○実態論部門…………… 同和地区における教育、職業、居住、結婚などの差別の

実態に関する部門

○政策行政論部門…… 人権・同和問題についての行政の取組などに関する部門

○社会啓発論部門……… 歴史論、実態論、政策、行政論をベースとした内容で、

人権・同和問題研修の導入に関する部門

【研修情報誌「すばる」について】

講師団講師あっせん事業の概要や利用方法等を掲載した情報誌を作成していま

す。県のホームページにも掲載していますので、御参照ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/subaru.html

【費用負担について】

企業、地域などが行う研修に講師団講師をあっせんした場合の謝金、旅費については、

福岡県が負担します。

【問い合わせ先】

福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課（調整係）

電話 ０９２－６４３－３３２５ ﾌｧｸｼﾐﾘ０９２－６４３－３３２６

企業や業界団体等が講師団講師あっせん事業を活用して研修を実施した場合は、福岡県入札参加

資格審査における地域貢献活動評価項目の人権・同和啓発研修の対象となります。

詳しくは、福岡県ホームページから「人権・同和啓発研修」を検索してください。
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介護現場におけるハラスメント対策

介護サービス事業所の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービ

ス事業所に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏

まえつつ、ハラスメント対策を求めることになり、令和３年に一部改定された運営基準（省

令）において、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントへの対策が明文化されま

した。事業主が講ずべき措置の内容及び講じることが望ましい取組について、新たに記載

がありますので、各介護保険施設、介護サービス事業所におかれましては、遺漏なきよう

お願いします。

ハラスメント対策を講じるにあたっては、以下の資料及び厚生労働省ホームページ等を

参考にしてください。

○「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」

（H31.4.10 介護保険最新情報 Vol.718）
◯ 厚生労働省ホームページ 「介護現場におけるハラスメント対策」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

みんなで目指そう！LGBT フレンドリーなまちづくり

福岡県では、性的少数者（ＬＧＢＴ）に対する正しい理解と認識を深め、性的少数者の

方々が安心して生活し、活躍できる社会の実現に向けた取組みを進めています。

この取組みの一環として、性的少数者の方々への配慮事項などについて学べるガイドブ

ックをＮＰＯ法人 Rainbow Soup（レインボースープ）と協働し作成しました。

また、令和４年４月から、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人

生を共にしたい人と安心して生活することができる福岡県を目指し、「福岡県パートナーシ

ップ宣誓制度」を開始しました。

○「レインボーガイドブック」

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/rainbowguidebook.html

○「福岡県パートナーシップ宣誓制度」

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokapartnership.html
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認知症対応型共同生活介護事業所等における福祉用具

の費用負担の取扱いについて

認知症対応型共同生活介護事業所（介護予防認知症対応型共同生活介護事業所）等

において、入居する利用者が特殊寝台や車いすなどの福祉用具の使用が必要と判断さ

れる場合において、その福祉用具の準備を行う際の考え方について、『中間市指定地

域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サー

ビス事業者の指定要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

係る基準に関する条例』において「その必要な設備、その他利用者が日常生活を営む

うえで必要な設備を設けること」との位置づけが行われています。

この、「日常生活を営むうえで必要な設備」には利用者の状態像に応じた必要な福

祉用具も含まれることになります。

また、認知症対応型共同生活介護事業所等に入居する利用者における福祉用具の費

用については、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成

１２年３月３０日老企第５４号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）」においても、

福祉用具のリース費用については、日常生活に要する費用に含まれないことから、原

則として入居者負担ではなく事業者が負担しなければならないとされています。

このことから、下記の内容に留意し適切に運用が図られますようにお願いします。

なお、この取り扱いについて、利用者へ費用の負担を求めるなど、不適切な取扱いを

行っていることが確認された場合、返還等の指導の対象となる場合があります。

不適切な対応

（１）事業所が入居に際して、福祉用具の購入を求めること。

（２）事業所が福祉用具を準備し毎月のリース料を請求する形で入居者へ負担を求める

こと。

（３）事業所が入居者とリース業者との間で直接契約を結ばせ、費用を負担させるとい

う形で負担を求めること。

（４）在宅生活時に福祉用具貸与を利用していた者が入居する際に、事業所に当該福祉

用具がないこと、準備ができないこと等を理由に入居を断ること。

（５）入居者が従来利用していた福祉用具を、入居時に持参すること、または入居者が

自発的に希望の福祉用具を購入して持参することを制限するものではないが、事業

所から入居者に対して当該行為を求めること。

（６）簡易ベッド等介護保険の福祉用具貸与の対象ではない製品について、そのリース

費用を利用者に求めること。

入居者に費用負担を求める事ができる場合

（１）計画作成担当者等による適切なアセスメントの結果、入居者に必要とされる福祉

用具よりも高い機能を有する別の福祉用具を入居者が希望する場合。

－85－



（２）計画作成担当者等による適切なアセスメントの結果、当該福祉用具の必要性が確

認できないと事業所側が判断したにもかかわらず入居者が特に希望する場合。

（３）事業所が入居者に対して必要と判断し、福祉用具を準備しているにもかかわらず、

入居者が好みにより、別製品の福祉用具の利用を希望する場合。

指定地域密着型介護老人福祉施設における、おむつ代の負担について

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者について、おむつを使用する利用者におけ

る、そのおむつ代の負担については、利用者に負担を求めることは適当ではないとされ

ていますが、この場合についても、事業所が入所者に対して、施設で標準的に準備を行

うおむつを使用せず、入居者が好みにより別製品の利用を希望する場合については、利

用者負担とする事が出来ます。

この場合おいても、利用者、家族へその方法及び費用等について説明を行い、書面で

同意を得るようにしてください。
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地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に、

指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合について

介護保険法に基づく通所介護事業所や認知症対応型通所介護事業所、地域密着型通所介

護事業所（以下、「通所介護事業所等」という。）の設備を利用した、通所介護事業所等の

営業時間外に行う宿泊サービス（以下「宿泊サービス」という。）の提供について、一定の

基準を満たしている事業所の場合、可能とされています。

このサービスの提供につては、当該通所介護事業所の営業時間外に、事業所の設備を利

用し、利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話を、夜間及び深夜に指定

通所介護以外のサービスとして提供することとされており、利用者の心身の状況により、

若しくは利用者の家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体

的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むことに

支障がある利用者を対象に、緊急時又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供する

ことを目的に実施することとされており、宿泊サービスの利用に際しては、担当の介護支

援専門員において、その必要な理由を居宅サービス計画に位置付けることが求められてい

ます。

また、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等、やむを得ない事情により、連続

した利用が予定される場合については、担当する介護支援専門員と当該事業所との間で、

密接に連携を図りながら、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者の心身の状況

や、利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討する等、必要な措置を講じること

が必要です。

宿泊サービスを行う際の事業者の責務

宿泊サービスを行う事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立った宿泊サービスの提供に努めることが求められ、利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を継続できるよう、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話に係るサービスの提供を行うことできるよう、居宅サービス計画

又は介護予防サービス計画（以下、居宅サービス計画等」という。）に沿って、宿泊サービ

スを提供することが必要になります。

また、宿泊サービスの提供を行う場合、当該宿泊サービスにおける従業者を、提供内容

に応じ必要数を確保することが必要で、宿泊サービスの提供を行う時間帯（以下「提供時

間帯」という。）を通じて、夜勤職員として介護職員又は看護職員（看護師又は准看護師を

いう。）を常時１人以上確保し、食事の提供を行う際には、その介助等に必要な員数を確保

することが必要になります。

なお、緊急時に対応については、当該対応が行える職員の配置又は提供時間帯を通じて

連絡対応が可能な体制の確保が必要とされています。

次に、宿泊サービスの提供を行う事業所においては、建築基準法（昭和 25 年法律第 201

号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、その他の法令等を遵守することされており、従業

者の雇用、勤務条件についても、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）の、範囲内である

ことが必要です。
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宿泊サービスの定員について

宿泊サービスの提供を行う際の定員については、当該通所介護事業所の定員の２分の１

以下、かつ９名以下とされています。

宿泊サービス事業所の設備

宿泊サービスの提供にあたっては、１室当たり１名（但し、利用者の希望がある場合に

ついては、２名とすることができる。）とし、１室あたり、７．４３㎡以上とすることが必

要です。

また、個室以外の宿泊室を設ける場合については、１室あたり４名以下とし、宿泊室の

面積から７．４３㎡で減じた数（端数切捨て）を定員とする事が可能で、この場合につい

ては、家具やパーティション等で仕切る等（利用者ごとに、カーテンで仕切るのみでは不

可）、利用者のプライバシーに配慮した構造でなければなりません。

防災について

宿泊サービスの提供を行う事業所については、消防法に位置づけられた整備を行う必要

があります。

また、予め、火災、地震、風水害、土砂災害等の、非常災害時における防災及び避難計

画の策定が必要となります。

宿泊サービスの提供に関する留意事項

宿泊サービスの提供を行う場合、運営規程を定め、契約及び重要事項説明書を作成し、

その内容及び手続きの説明及び利用者の同意が求めるようにしてください。

サービスの提供にあたっては、利用者の心身の状態に応じ、利用者の自立支援と日常生

活の充実に資するように、必要な援助を行うこととされています。

サービスの提供状況については、提供記録を作成し、提供日、提供の具体的な内容、利

用者の心身の状況、その他の事項等、記録を行うことが必要になります。

また、概ね４日以上連続（４日未満であっても、反復、継続した利用を行う場合も含む）

してサービスの提供を行う場合、居宅サービス計画書の内容に基づいた「宿泊サービス計

画」の作成が必要になります。

宿泊サービスの提供を行う日においては、居宅療養管理指導の提供等、介護保険のその

他の居宅サービスをケアプランに位置づける事はできません。

なお、通所介護事業所が提供する宿泊サービスについては、緊急時に短期的なサービス

の提供とする観点から、数か月を超える連続した利用については適切とは言えません。

長期的な利用が必要な場合については、その他の入所、入居系のサービスや、介護保険

施設等の利用の検討を行うようにしてください。
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地域密着型通所介護等においてサービス提供中の事業所内で行う利

用者への訪問販売等の実施について

一部の通所介護事業所等において、その事業所（敷地）内において食品等の訪問販売を

受け入れ、利用者に購入して貰うサービスを提供している事業所が複数見受けられます。

地域密着型通所介護等のサービスの提供を例にとれば、朝の送迎より介護報酬の対象と

なり、自宅へ送り届けるまでが、その報酬の対象とされています。

また、事業所へ到着しサービスの提供を開始した後は終了までの間に介護保険外サービ

スの提供を行った場合、一定の条件を満たす場合以外は、その時点でその日の通所介護の

提供は終了となるという原則があります。そのため、地域密着型通所介護事業所において

訪問販売等を受け入れる場合、必要な要件を満たすようにしてください。

地域密着型通所介護事業所等において訪問販売等の保険外サービスを受け入れる場合の

要件については、下記の通知を参考にしてください。

介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて（厚

生労働省老健局総務課認知症施策推進室長通知 [老推発0 9 2 8 第１号］）より抜粋

１．これまでの取扱い

通所介護については、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第７項及び介護

保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１０条に規定するとおり、入浴、排

せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介

護者に必要な日常生活上の世話並びに機能訓練を行うサービスであり、様々なサービス

が介護保険サービスとして提供可能である。このため、通所介護事業所内において利用

者に対して提供されるサービスについては、通所介護としての内容と保険外サービスと

しての内容を区分することは、基本的には困難である。

ただし、理美容サービスについては、通所介護と明確に区分可能であることから、「通

所サービス利用時の理美容サービスの利用について」（平成１４年５月１４日付事務連

絡）において、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自

己負担により理美容サービスを受けることは可能である旨を示しているところである。

また、併設医療機関の受診については、「介護報酬に係るＱ＆Ａ について」（平成１５

年５月３０日付事務連絡）において、通所サービスのサービス提供時間帯における併設

医療機関の受診は緊急やむを得ない場合に限り認められることとしている。なお、通所

サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間や緊急時の併設医療機関の受診

に要した時間は含めないこととしている。

２．通所介護と組み合わせて提供することが可能なサービス

１．で示したとおり、通所介護事業所内において利用者に対して提供されるサービスに

ついては、通所介護としての内容と保険外サービスとしての内容を区分することが基本的

には困難であることから、保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に費用を徴収
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することは、基本的には適当でなく、仮に特別な器具や外部事業者等を活用する場合であ

っても、あくまで通所介護として実施し、必要に応じて実費等を追加徴収することが適当

である。

ただし、以下の①～④の保険外サービスについては、通所介護と明確に区分することが

可能であり、事業者が３．の事項を遵守している場合には、通所介護を提供中の利用者に

対し、通所介護を一旦中断したうえで保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介

護を提供することが可能である。

① 事業所内において、理美容サービス又は健康診断、予防接種若しくは採血（以下「巡

回健診等」という。）を行うこと

② 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個

別に同行支援を行うこと

※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望

により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援するものであ

る。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である。

③ 物販・移動販売やレンタルサービス

④ 買い物等代行サービス

３．通所介護サービスを提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合の取扱い

（１）共通事項

① 通所介護と保険外サービスを明確に区分する方法

・ 保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定通所介護事業所の運営規

程とは別に定めること

・ 利用者に対して上記の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サービスの内容、提供時間、利

用料等について、利用者の同意を得ること

・ 契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時

間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供さ

れたサービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス計画

（週間サービス計画表）に記載すること

・ 通所介護の利用料とは別に費用請求すること。また、通所介護の事業の会計と保険外

サービスの会計を区分すること

・ 通所介護の提供時間の算定に当たっては、通所介護の提供時間には保険外サービスの

提供時間を含めず、かつ、その前後に提供した通所介護の提供時間を合算し、１回の通

所介護の提供として取り扱うこと

② 利用者保護の観点からの留意事項

・ 通所介護事業所の職員以外が保険外サービスを提供する場合には、利用者の安全を確

保する観点から、当該提供主体との間で、事故発生時における対応方法を明確にするこ
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・ 提供した保険外サービスに関する利用者等からの苦情に対応するため、苦情を受け

付ける窓口の設置等必要な措置を講じること。なお、指定通所介護事業者は、通所介

護を提供する事業者の責務として、通所介護に係る苦情に対応するための措置を既に

講じていることから、当該措置を保険外サービスに活用することが考えられる。

・ 通所介護事業者は、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの

対償として、当該事業者から金品その他の財産上の収益を収受してはならないこと

（２）事業所内において、巡回健診等の保険外サービスを行う場合

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）等の関係法規を遵守すること。

なお、通所介護事業所内において巡回健診等を行う場合は「医療機関外の場所で行

う健康診断の取扱いについて」（平成２７年３月３１日医政発０３３１第１１号）を遵

守すること。

また、鍼灸や柔道整復等の施術を行うことはできず、無資格者によるマッサージの

提供は禁止されている。

（３）利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして

個別に同行支援を行う場合

通所介護事業所の職員が同行支援等の保険外サービスを提供する場合には、当該保

険外サービスの提供に要した時間を当該職員が通所介護に従事する時間には含めない

こととした上で、通所介護事業所の人員配置基準を満たすこと。

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）や医療法等の関係法規を遵守すること

例えば・・・・・・、

・ 医療機関への受診同行については、健康保険法（大正１１年法律第７０号）及び保

険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和３２年厚生省令第１５号）の趣旨を踏まえ

ると、あくまでも利用者個人の希望により、個別に行うものであり、利用者個人のニ

ーズにかかわらず、複数の利用者を一律にまとめて同行支援をするようなサービスを

提供することは、適当ではない。

・ 通所介護事業所の保有する車両を利用して行う送迎については、通所介護の一環と

して行う、機能訓練等として提供するサービスではなく、利用者個人の希望により有

償で提供するサービスに付随して送迎を行う場合には、道路運送法に基づく許可・登

録が必要である。

（４）物販・移動販売やレンタルサービスを行う場合

利用者にとって不要なサービスが提供されることを防ぐ観点から、利用者の日常生活

に必要な日用品や食料品・食材ではなく、例えば高額な商品を販売しようとする場合に

は、あらかじめその旨を利用者の家族や介護支援専門員に対して連絡すること。認知機

能が低下している利用者に対しては、高額な商品等の販売は行わないこと。

また、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等の関係法規を遵守すること。

なお、２．及び３．（１）から（４）までの取扱いは（介護予防）通所リハビリテーシ

ョン、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護についても同様である。
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認知症対応型共同生活介護における短期利用共同生活介護

の実施について

認知症対応型共同生活介護事業所の空床等を利用し、在宅で自立した生活を営むことが

できるように支援を行うことを目的に、認知症の症状がある要支援２から要介護５の利用

者に対して、予め利用の期間を定め短期的に入れるシステムです。

短期利用認知症共同生活介護の実施要件

認知症対応型共同生活介護の指定を受ける事業者で、次の要件を満たす場合提供が可能

となります。

・ 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サー

ビス、指定地域密着型介護予防サービス、若しくは指定介護予防支援の事業、又は介護

保険施設若しくは介護療養型医療施設の運営について、３年以上の運営経験を有する事

業者であること。

・ 当該事業所の職員に欠員がなく、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」又は認知

症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは「認知症介護指導者養成研修」を

修了した職員を、ユニット毎に配置していること。

・ 運営規程に短期利用認知症対応型共同生活介護を位置づけていること。

・ 中間市長に算定の体制の届出を行っていること。

サービスの提供について

サービスの提供の対象は、要支援２～要介護５の介護認定を受けた在宅の利用者で、居

宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に、短期利用共同生活介

護の利用が位置づけられている場合において、１ユニット当たり１名を限度とし、あらか

じめ３０日以内の利用期間が定められている場合においてサービスの提供が可能となりま

す。

緊急に定員の合計数を超えて短期利用者を受け入れる場合

ユニット毎の定員が満床の場合であっても、緊急に短期利用認知症共同生活介護の利用

者を受け入れる必要がある場合については、７日間を限度として受け入れが可能となりま

す。

この場合、利用者のプライバシーを確保するために、基準に定められる定員以外の居室

（個室）を準備することが必要となりますが、使用する居室の面積については最低基準を

満たす必要はありません。

また、受け入れが可能な利用者の定員は、認知症対応型共同生活介護事業所ごとに１人

までとなります。

なお、スタッフの配置については、緊急に短期利用認知症共同生活介護の利用者を受け

入れた場合、その利用者を含めたうえで介護従事者が利用者３人に対して１人確保される

ことが求められます。
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留意事項

● 利用期間を３０日以内とすることについては、短期利用をその趣旨としていることか

ら、同一の利用者において、月ごとに３０日間の利用が可能との解釈ではなく、一人の

利用者について連続した利用が３０日以内と解釈してください。

● 満床時における緊急的な利用の受け入れを行なう場合の居室については、入居者と同

等な質が確保がされていることが求められ、ベッド等、利用者の生活に供する備品が確

保されていることが必要です。

● 空床を活用し短期利用認知症共同生活介護を実施する際には、１ユニットにつき１名

とすることや利用期間を３０日以内とすること等を、運営規程に定め、契約書及び重要

事項説明書において、短期利用認知症共同生活介護に係る各事項について明記すること

が必要になります。

● 短期利用認知症共同生活介護の提供に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援事

業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に沿って、短期利用認知症対応型共

同生活介護計画を作成し、サービスの提供を行うとともに、利用者の入退居に際しては、

担当する介護支援専門員と連携を図る必要があります。

● 短期的利用の観点から、サービスの提供開始時において入居一時金に当たる経費を徴

収することは適切ではなく、また、介護保険給付対象額の他、食費や居室費等の介護報

酬以外の利用料についても、一日あたり又は一食ごとの料金を設定することが必要にな

ります。

● 入居者が入院等のために長期にわたり不在となる等の理由で、その間において空床と

なった居室を使用する場合については、その居室を短期入所共同生活介護のサービスの

提供のために使用することについて、重要事項説明書に記載し、あらかじめ同意を得て

おく必要があります。

● 入居者の入院等による空床を活用し、短期利用認知症共同生活介護のサービス提供を

行う場合、その期間中については、入院中の入居者の負担とすることはできません。

短期利用認知症共同生活介護を実施する際の届出

提供開始前月の１５日までに下に記載する届出書類提出することが必要です。

（届出に必要な書類等）

変更届出書、勤務の体制及び勤務形態一覧表、認知症介護実践者研修等の終了証（写）

運営規程、契約書、重要事項説明書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変

更届出書＜指定事業者用＞、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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介護老人福祉施設等における入所者預り金の取扱いについて

地域密着型介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護事業所等（以下、「地域密

着型介護老人福祉施設等」という。）の利用者が入居又は入所し利用を行う事業所におい

て、入所者から現金、普通預貯金通帳、定期預金証書及びそれらの登録印鑑等（以下「所

持金品等」という。）の管理については、基本的には家族によるものとしてください。

但し、利用者に親族等が居ない場合や遠方のため家族による支援が困難な場合等で、

当該事業所において預かり管理が必要な場合については、その取扱いを下記の内容に基

づいて適正に行えるように留意してください。

（１） 施設が定める運営規程に基づき所持金品等管理規程を整備してください。

（２） 統括的な所持金品等の管理を行う管理者（施設長等）は、通帳、印鑑、書類等の保管

を行う職員を選任し、管理にあたらせるようにしたうえで、定期的に、その管理状況につ

いて点検を行うようにしてください。

（３） 保管担当者を選任する際は、通帳管理責任者と、印鑑管理責任者について別の職員

を充てるようにしてください。

（４） 出納責任者と管理者は同一職員での兼務は行わないようにしてください。

（５） 利用者及びその家族から管理依頼を受けた際には、文書により説明を行い、所持金

品等管理契約書を作成するようにしてください。

（６） 入所者又はその家族から所持金品等の管理を依頼された場合については、職員２名

以上の立会いの下で、所持金品等預り書を作成し保管するようにしてください。

なお、所持金品等預り書を作成する場合においては2部作成し、そのうち 1部は入所

者又はその家族にお渡しください。

（７） 現金及び預貯金管理を行う場合、利用者個別に預り金出納簿を作成し、管理を行うよ

うにしてください。

（８） 通帳への入金及び引き出しを行う際には「出金伝票」「入金伝票」「預り証」「預り金等

入出金依頼書」「受領書」を整備し、その都度利用者の同意を得るようにしてください。

（９） 金銭管理は、複数の職員が確認できる体制を常に確保しておくようにしてください。

（１０） 利用者の預り金の出納は、必ず通帳で行うこととし、キャッシュカードは使用しないよう

にしてください。

（１１） 利用者との現金授受にあたっては、複数の職員が立ち会うようにしてください。

（１２） 利用者の通帳より金銭の出納を行う際には、出納簿に記載し、管理者は、その都度確

認を行うようにしてください。

（１３） 利用者より預った現金、通帳、印鑑、及び書類については、金庫など安全に管理でき
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る方法を用いて管理を行うようにしてください。

（１４） また、通帳と印鑑については別々に保管し、それぞれの管理責任者が保管庫のカギを

管理するようにしてください。

（１５） 所持金品等の預り管理に係る費用の設定については、「通所介護等における日常生

活に要する費用の取扱いについて(平成 12年 3月 30日)(老企第54号)」において、「そ

の対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべきものであること。」と

されていることから、実費程度の額の範囲に留められるようにしてください。

（１６） 管理にかかる費用を設定する際には、運営規程に明記することが必要です。

（１７） 所持金品等の預り管理を行うにあたり、通常の所持金品等の預り管理に係る費用の他

に、必要な実費が生じる場合については、その根拠を明確にし、利用者家族に説明を

行ったうえで、記録に残すことが必要です。

（１８） 管理者は、定期的に預金残高および収支状況等を家族等へ書面で報告してくださ

い。

（１９） 利用者へ収支状況の報告を行いう際には、利用者より確認をした旨の署名等を受ける

ようにしてください。

（２０） 認知症等で心身の機能に著しい低下がある利用者の場合において、所持金品等の預

り管理の報告、確認を行える家族等がいない場合については、成年後見制度の適用を

検討してください。
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中間市指定地密着型サービス事業所等を利用する際の

入居及び入所条件について

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設等においては、

中間市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定

等に関する規則の位置づけにより、本市へ転入後６月を経過しない者は、入居又は入所(以
下「入居等」という。)ができないという条件があります。

ただし、下記に該当する場合であって、当該サービスが特に必要と判断される場合につ

いては、この条件が適用されない場合もあります。

① 主たる介護者(3親等以内の親族に限る)が、本市に 1年以うえ居住している場合におい

ては、主たる介護者の住所に利用者が転入、又は転居した日の翌日以降から、当該サー

ビスの利用を開始する場合。

② みなし指定により、中間市内に所在する指定認知症対応型共同生活介護事業所等を利

用する他市町村の利用者が、中間市内に居住する 3親等以内の親族の住所に転入し、引

き続き同サービスを利用する場合。

③ みなし指定により中間市内に所在する指定認知症対応型共同生活介護事業所を利用す

る他市町村の利用者が、当該施設に転入し引き続き同サービスを利用する場合。

〈みなし指定とは〉

平成 18年 4月 1日施行の介護保険法改正に伴い、認知症対応型共同生活介護等が地域

密着型サービスへ移行したことから、事業所の所在地の市町村の被保険者のみがサービス

利用の対象とされることとなりました。

但し、平成 18年 4月 1日の介護保険法改正施行以前から利用していた被保険者(他市町村

の人)については、退所を余儀なくされることがないように、事業所の所任地の市町村の

同意を得たうえで、他市町村から入居を引き続き認めるものになります。
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地密着型通所介護における「みなし指定」について

新規のみなし指定について

地域密着型サービスの場合、指定が市町村等単位で行われるため、原則的に事業所の

所在する市町村等の被保険者と、事業所が所在する市町村等に住む、住所地特例の対象

者以外は利用ができないこととされています。

また、平成 28 年 4 月 1 日に通所介護から地域密着型通所介護に移行した事業所にあ

っては、平成 28 年 3 月 31 日時点での利用者であれば、所在地市町村外の利用者であっ

ても、その利用者の所属する市町村等から自動的にみなし指定を受けることとなり、そ

の利用者に限っては、平成 28 年４月以降も地域密着型通所介護を継続して利用するこ

とが可能とされました。

但し、平成２８年４月１日以降に、新たに中間市以外からの利用希望者があった場合、

当該事業所を利用しなければならない相応な理由があれば、中間市と利用者の所属する

市町村の双方の同意を得たうえで、利用者の所属する市町村からの指定を受けて受け入

れることが可能となっています。

みなし指定を受けた事業所の指定更新手続き

みなし指定を受けている事業所が、地域密着型通所介護事業所の指定更新を受ける際

には、所在地の市町村の他、みなし指定を受けている市町村への指定更新申請手続きが

必要となります。

この場合、改めて、利用者の所属する市町村と中間市の同意手続きが必要となり、同

意確認については、利用者単位で行われ、その同意を得たうえで、指定申請を行うこと

になります。

みなし指定の終了について

事業所の所在地以外のみなし指定については、利用者ごとに限定した指定となるため、

利用が終了した際には、みなし指定を行っている市町村宛に、廃止届を提出して頂くこ

とになります。

住所地特例対象施設の入居者に係る利用について

住所地特例対象施設である有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の入居

者については、施設所在市町村内の地域密着型通所介護事業所の利用が可能です。

（その他、該当となる地域密着型サービス）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小

規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護
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個人情報保護に関する事項

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

○ 医療、介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン

(H16.12.24 厚生労働省通知、H18.4.21 改正、H22.9.17 改正、H28.12.1 改正)

（１） 個人情報

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等に

より特定の個人を識別することができるものをいいます。

介護関係事業者における個人情報の例としては、ケアプラン、介護サービス提供に

かかる計画、提供したサービス内容等の記録、事故の状況等の記録等があります。

（２） 利用目的の特定

個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（利用目的）をできる限り特定

しなければなりません。特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報

を取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。

介護関係事業者が利用者から個人情報を取得する場合、当該情報を利用者に対する

介護サービスの提供や介護保険事務等で利用することは、利用目的の範囲内なのは明

らかです。

① 介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的

〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕

・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス

・介護保険事務等

〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

・当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事

業者等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答等

・介護保険事務のうち、保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出等

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

② 上記 ①以外の利用目的

〔介護保険事業者の内部での利用に係る事例〕

・介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料

・介護保険施設等において行われる学生の実習への協力

（３） 利用目的の通知等

介護関係事業者は、個人情報を取得するに当たっては、あらかじめその利用目的を

公表しておくか、個人情報を取得した場合には、速やかに、その利用目的を、本人に

通知し、又は公表しなければなりません。

利用目的の公表方法としては、事業所内等に掲示するとともに、可能な場合にはホー

ムページへの掲載等の方法により、なるべく広く公表する必要があります。

個人情報の保護に関する法律第 18 条第 4 項第 4 号において、「利用目的が明らかで
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あると認められる場合」には公表しなくてよいこととなっているが、介護関係事業者

には、利用者に利用目的をわかりやすく示す観点から、利用目的を公表することが求

められます。

（４） 安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督

介護関係事業者は、個人データ（データベース等を構成する個人情報）の安全管理

のため、事業者の規模、従業者の様態等を勘案して、以下に示すような取組を参考に

必要な措置を行うものとします。

① 個人情報保護に関する規程の整備、公表

② 個人情報保護推進のための組織体制等の整備

③ 個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備

④ 雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備

⑤ 従業者に対する教育研修の実施

⑥ 物理的安全管理措置（入退室管理の実施、機器、装置等の固定等）

⑦ 技術的安全管理措置（個人データに対するアクセス管理 等）

⑧ 個人データの保存

⑨ 不要となった個人データの廃棄、消去

⑩ 委託先の監督（契約において個人情報の適切な取扱いに関する内容を盛り込む等）

（５） 個人データの第三者提供

介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供

してはならない。ただし、以下に掲げる場合については本人の同意を得る必要はあり

ません。

① 法令に基づく場合

例・サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介

・居宅介護支援事業者等との連携

・利用者が不正な行為等によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知

・利用者の病状の急変が生じた場合の主治医への連絡等

・市町村による文書提出等の要求への対応

・厚生労働大臣又は県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応

・県知事による立入検査等への対応

・市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等

・事故発生時の市町村への連絡

② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂

行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ
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り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

（６） その他の事項

・保有個人データに関する事項の公表等

・本人からの求めによる保有個人データの開示、訂正、利用停止等

（保有個人データの開示等の求めについて、利用者等の自由な求めを阻害しない

ため、医療、介護関係事業者において、開示等の求めに係る書面に理由欄を設け

ること等により、開示等を求める理由の記載を要求すること、及び開示等を求め

る理由を尋ねることは不適切な行為となります。）

・苦情の処理

【 リ ン ク 】

厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/

マイナンバーに関すること

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

【メッセンジャーアプリの動画通話機能等を用いたサービス担当者会議等を開催する

場合の取り扱い】

医療、介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスにおいて

サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の

家族の個人情報を用いる場合には家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなけれ

ばならないとされていることを踏まえ、事業所内へ個人情報取り扱いに係る規程の掲示

のみのでなく、サービス利用開始時に適切に利用者から文書により同意を得ておくこと

が求められています。

このことからテレビ電話装置（メッセンジャーアプリの動画通話機能等）やメールに

よる静止画像を用いて、利用者やその家族に関する情報をサービス事業所担当者相互や

利用者、その家族等と共有する場合、その活用の範囲を運営規程に定めたうえで、重要

事項説明書に記載し、あらかじめ利用者、家族の同意を得ておくことが必要になります。
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身体的拘束廃止等の適正化に向けた取り組みについて

【対象となる事業の種類】

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

身体的拘束廃止等の取組を強化することを目的に、身体的拘束等の適正化のための指針

の整備、及び身体的拘束廃止等の適正化について検討委員会を、三月に１回以上開催する

ことが位置づけられています。

身体的拘束等の適正化のための指針の整備について

「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むようにしてください。

身体的拘束廃止等の適正化検討会委員会の設置について

身体的拘束廃止等適正化検討会委員会の設置についての留意事項

① 地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護については、身体的拘束廃止等

適正化検討会委員会を、運営推進会議と一体的に設置、運営することも可能です。

① 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

② 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

④ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

⑥ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

開催の頻度 三月に１回以上

委員会の構成員
事業所の管理者・従業者

第三者や知見を有する専門家等

検討事項（例）

① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。

②介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等

を記録するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。

③身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、

分析すること。

④事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的

拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検

討すること。

⑤報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

⑥適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
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この場合、個人情報の取扱い等については十分な注意が必要となります。

② 第三者や知見を有する専門家等については、協力医療機関の医師等に依頼することも可能

です。

③ 身体的拘束廃止等適正化検討委員会の設置は、改善のための方策を定め、事業所全体で情

報共有を図り、周知徹底を行うことが目的であり、従業者への懲罰を目的としたものでは

ありません。

④ 身体的拘束廃止等適正化検討委員会の内容については、記録を整備し５年間保存する必要

があります。

従業者に対する研修

介護従業者やその他の従業者に対して、身体的拘束等の適正化のための基礎的内容等につ

いて、知識を普及、啓発し技術的な向上を図るとともに、当該事業者における指針に基づき、

適正化の徹底を行うようにしてください。

事業所において組織的に従業者に対する研修職員教育を徹底させていくためには、当該事

業所が作成した指針に基づき、具体的な研修プログラムを作成し、定期的な教育を実施する

とともに、新規採用時には、必ず身体的拘束等の適正化に関する研修を実施するようにして

ください。

研修の実施内容については、その開催日時、テーマ、内容、参加者等について、記録を行

い、その記録については、５年間保存を行うようにしてください。

身体拘束廃止未実施減算について

① 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。

② 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

③ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

④ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

⑤ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。

居宅介護支援、訪問、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売にお

ける身体拘束についての考え方について

担当する利用者に対して身体的拘束等を行う場合、その態様、時間、その際の入所者の心身の

状況、緊急やむを得ない理由を記録する必要があります。

上記①～⑤いづれかの基準を満たさない場合は、利用者全員から減算することとなります。

【身体拘束廃止未実施減算】 所定単位数の１０／１００相当単位を所定単位数から減算

（減算となる事例）

委員会の未開催（開催頻度の不足）・指針の未整備・研修の未実施 ・・・etc
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高齢者虐待防止の推進

１．高齢者虐待の防止

高齢者虐待防止については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」（平成１７年法律第１２４ 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に基づき、高齢者虐待

（高齢者虐待防止法第２条第３項に規定する高齢者虐待をいう。以下単に「虐待」という。）を

未然に防止するための対策及び発生した場合の対応について定められています。

この「高齢者への虐待を未然に防止するための対策」、及び「発生した場合の対応」について

は、より実効性を担保する観点から、地域密着型サービス事業者等においては虐待の防止、虐待

又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）を早期に発見し、迅速かつ適切な対応が図

られるための必要な措置について、あらかじめ運営規程に定めることとされています。

２．高齢者虐待防止のために取り組む事項

イ 虐待の防止に関する責任者の選定

ロ 成年後見制度の利用支援

ハ 苦情解決体制の整備

ニ 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施（研修方法や研修計画など）

等を指すものであること。

また、虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に

深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いため、地域密着型サービス事業者等は虐待の防止のため

に必要な措置を講じることが求められています。

その際、次に掲げる事項を参考にし、事業所における虐待防止に関する措置を講じることとし

てください。

① 虐待の未然防止

地域密着型サービス事業者は高齢者の尊厳保持、人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサ

ービス提供にあたることが重要で、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促進するこ

とが必要となります。

また、同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する介護事業の従業者としての責務と、適

切な対応等を正しく理解していることも重要です。

② 虐待等の早期発見

地域密着型サービス事業所等の従業者は、虐待等又はセルフネグレクト等の虐待に準ずる事案

を発見しやすい立場にあることから、虐待等を早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対

する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）が取られていることが必要であり、利用者及びその

家族からの虐待等に係る相談が行なわた場合、市町村への虐待の報告等、適切な対応を行なうこ

とが求められます。

③ 虐待等への迅速かつ適切な対応

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報する必要があり、地域密着型サービス

事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力

することが求められています｡
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３．地域密着型サービス事業所における取り組み

地域密着型サービス事業所において、高齢者への虐待等の防止、早期発見に加え、虐待等が発

生した場合、その再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施する必要があります。

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐

待等の発生の防止、早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための

対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成してください。また、構成メンバ

ーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要です。なお検討する

委員会の委員には虐待防止の専門家を積極的に活用することが望まれます。

※ 留意事項

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置、運営す

ることとして差し支えありません。

また、事業所に実施が求められるものですが、他のサービス事業者との連携等により行うこと

も可能です。

② 虐待防止検討委員会における検討事項について

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

ニ 虐待等について、従業者が相談、報告できる体制整備に関すること

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための

方法に関すること

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する

こと

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

※ 留意事項

③ 虐待防止のための指針の作成

地域密着型サービス事業者等が整備する「虐待防止のための指針」には、次の項目を盛り込ん

でください。

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

二 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが

想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らず、個別

の状況に応じて慎重に対応することが重要となります。

虐待防止検討委員会における検討の結果について（事業所における虐待に対する体制、虐

待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要があります。
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ホ 虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する基本方針

ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

ホ その他虐待の防止の推進のために必要な基本方針

④ 虐待の防止のための従業者に対する研修

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等

の適切な知識を普及、啓発するものであるとともに、地域密着型サービス事業所における指針に

基づき、虐待の防止の徹底を図るために実施してください。

研修の実施については、全職員へ組織的に徹底を図るため、事業所で作成した指針に基づいた

研修プログラムを作成し、定期的（年２回以上及び新規雇い入れ時）に虐待防止のための研修を

必ず実施してください。また、この研修の実施内容については記録し、５年間の保存が必要にな

ります。

⑤ 虐待の防止のための担当者の選任

地域密着型サービス事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる

措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要となります。

※ 留意事項

当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。
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業務継続計画（ＢＣＰ）の作成について

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制を構築する観点から、令和３年度の介護報酬改定で、全ての介護サービス事業者を対象

に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シュミレーション）の実施等が

義務付けられました。

作成について、厚生労働省のホームページに「介護施設・事業所における業務継続計画

（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」として、感染症、災害のそれぞれについて作成を支援

するためのガイドラインやサービス種別ごとの計画書のひな型、業務継続計画（ＢＣＰ）

についての研修動画が掲載されています。

各施設・事業所で作成、研修の参考としてください。

業務継続計画について

（１）業務継続計画の策定

地域密着型サービス事業者等は、新興感染症や地震、風水害、土砂災害等の災害が発生

した場合にあっても、利用者が継続してサービス等の提供を受けられるようサービス等の

提供を継続的に実施するため、及び業務継続が困難となった場合についても、その非常時

の体制で早期の業務再開を図るために、その方針、体制、手順等を定めた計画を、あらか

じめ策定しておく必要があります。

また、「業務継続計画」については、令和５年３月３１日までに、実態に即した内容で、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/

kaigo_koureisha/douga_00002.html
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かつ実行可能な計画の策定が義務づけられています

（２）研修及び訓練の実施

介護サービス事業所等については、策定した業務継続計画に従い、従業者に対して一年

に１回以上の頻度で、研修及び訓練の実施が必要になります。

また、策定された業務継続計画に基づいた研修及び訓練の実施については、事業所ごと

に行うことが望ましいとされていますが、他のサービス事業者との連携等により、事業者

の実態に応じて合同で実施することも可能です。

なお、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められるこ

とから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者の参加が必要になります。

業務継続計画の作成について

業務継続計画の各項目の記載内容については、介護施設・事業所における新興感染症等

の発生に備えた「感染症発生時の業務継続計画」及び介護施設・事業所において、地震、

台風、風水害、土砂災害等の発生に備えた「自然災害発生時の業務継続計画」に分けて作

成することが求められています。

また、特に災害等については、想定される地域によって異なるものであることから、ハ

ザードマップ等を参考に実態に応じて設定することが求められます。

なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではありませ

んが、一体的に作成する場合については、それぞれの必要な対応等を整理し作成する必要

があります。

業務継続計画作成時の記載事項における確認項目について

（１） 感染症発生時の業務継続計画

イ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等）

ロ 初動対応

ハ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報

共有等）

（２）災害に係る業務継続計画

イ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場

合の対策、必要品の備蓄等）

ロ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

ハ 他施設及び地域との連携

研修の実施について

（１）研修の目的

研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる知識を共有できるものとしてく

ださい。
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（２）研修の頻度

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（訪問系は年１回以上、入所入居系

は年２回以上）な教育を実施するとともに、新規採用時にも研修を実施してください。

また、研修の実施記録は５年間の保存が必要です。

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修と一体的に実施しても差し支えありません。

（３）訓練（シミュレーション）の実施

訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行

動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生

した場合に実践する介護ケアの演習等を定期的（訪問系は年１回以上、入所入居系は年２

回以上）に実施する必要があります。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練と一体的に実施しても差し支えありません。

訓練の実施にあたっては、必要に応じて机上で行うものなどでも差し支えなく、その手法

を問うものではありません。

【参考】

厚生労働省ホームページより、「介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支

援に関する研修」閲覧してください。

ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞介護施設・

事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/douga_00002.html

業務継続計画(ＢＣＰ)の策定

感染症や、地震、風水害、土砂災害等の災害が発生した場合において、利用者が継続し

てサービス等の提供を受けられるようサービスの提供を継続的に実施するため、及び業務

継続が困難となった場合についても、その非常時の体制で早期の業務再開を図るために、

その方針、体制、手順等を定めた計画を策定し、研修を年に１回以上（入所〔居〕系事業

所は年２回以上）及び新規雇い入れ時、また発生を想定した訓練を年に１回以上（入所〔居〕

系事業所は年２回以上）実施する。
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認知症医療センターについて

認知症医療センターは、保健医療、介護機関との連携、認知症疾患の保健医療水準の向上

を目的に設置されています。

この認知症医療センターでは、保健医療機関（病院や診療所）や、介護サービス提供事業機

関と連携を図りながら、認知症に関する診断、周辺症状と身体合併症に対する急性期医療、専

門医療相談等を実施しており、地域の保健医療、介護関係者への研修等を実施しています。

中間市は「北九州市域」に属します。

認知症医療センターの主な役割
（１）専門医療相談

（２）鑑別診断とそれに基づく初期対応

（３）合併症、周辺症状への急性期対応

（４）地域の医療、介護関係者への研修会等の開催

（５）認知症医療連携協議会の開催

（６）情報発信

福岡県 認知症医療センター

圏域 病院名 所在地 電話番号

福岡県

粕屋 医療法人社団緑風会 水戸病院 志免町志免東 4-1-1 092-935-0066
宗像 医療法人光風会 宗像病院 宗像市光岡 130 0940-36-2775
筑紫 医療法人牧和会 牧病院 筑紫野市大字永岡 976-1 092-922-2857
朝倉 医療法人社団うら梅の郷会 朝倉記念病院 筑前町大久保 500番地 0946-22-1014
久留米 久留米大学病院 久留米市旭町 67 0942-31-7903
筑後 医療法人清友会 植田病院 筑後市大字西牟田 6359-3 0942-53-5185
有明 独立行政法人 国立病院機構大牟田病院 大牟田市大字橘 1044-1 0944-58-7265
飯塚 医療法人社団豊永会 飯塚記念病院 飯塚市鶴三緒 1452-2 0948-22-2565

直方 医療法人福翠会 髙山病院 直方市下境 3910番地 50

田川 医療法人昌和会 見立病院 田川市大字弓削田 3237 0947-46-2164
京築 医療法人社団翠会 行橋記念病院 行橋市北泉 3丁目 11-1 0930-25-2184
北九州市（政令指定都市）

北九州

市域

医療法人（財団）小倉蒲生病院 北九州市小倉南区蒲生 5-5-1 093-963-6541

学校法人産業医科大学 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1 093-603-1611内線 8002

特定社会福祉法人 年長者の郷

たつのおとしごクリニック（連携型）
北九州市八幡東区大蔵 3-2-1 093-652-5210

医療法人りぼん・りぼん三原デイケア+クリニッ

ク りぼん・りぼん（連携型）
北九州市小倉北区宇佐町 1-9-30 093-513-2565

医療法人かん養生クリニック 北九州市小倉南区湯川新町 3 ｰ７

ｰ１
093-931-1101

福岡市（政令指定都市）

福岡

市域

九州大学病院 福岡市東区馬出 3-1-1 092-642-6235

福岡大学病院 福岡市城南区七隈 7-45-1 092-801-1011内線 4693
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中間市を管轄する警察署

折尾警察署交通課

連絡先：０９３【６９１】０１１０
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市民生活相談センターについて

市民生活相談センターとは
中間市では平成２７年４月１日より、生活上の困難に直面している人に対する自立した

生活の支援を目的とした相談窓口として開設しています。

市民生活相談センターでは、専門の相談支援員が一人ひとりの抱える課題に応じた支援

計画を作成し、関係機関と連携しながら困窮状態の脱却を目的とした支援を行います。

市民生活相談センターの事業
自立支援相談事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは市民生活相談センターの相談窓口

にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に

考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った人、または失うおそれの高い人には、就労に向けた活動

をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給し、生活の土台となる住居を整

えたうえで、就労に向けた支援を行います。（※資産収入等に関する要件あり）

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」

など、直ちに就労が困難な方に 6か月から 1年の間、プログラムにそって、一般就労に

向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。（※資産収

入等に関する要件あり）

家計相談支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるよ

うに、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係期間のつなぎ、必要に応じて貸付

のあっせん等を行い、早期の生活再生を応援します。

※「住宅確保給付金の支給」、「就労準備支援事業」については、一定の資産収入等に関す

る要件を満たしている人が対象です。

相談窓口

中間市市民生活相談センター

対象者：中間市に居住している経済的な問題などで生活にお困りの人（生活保護受給者を除く）

開設日：月曜日から金曜日（祝日を除く）年末年始は 12月 29日から 1月 3日まで休業

開設時間：９時００分～１７時００分

電話番号 FAX番号：093-246-1030（FAX番号と兼用）

所在地：福岡県中間市中間２-１０-１
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ヤングケアラーについて

ヤングケアラーとは

法律における定義はありませんが、厚生労働省が行った調査では、年齢や成長の度合いに見合

わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような家族の介護（障がい、病気、精神疾患

のある保護者や祖父母への介護など）や世話（年下のきょうだいの世話など）をすることで、自

らの育ちや教育に影響を及ぼしている１８歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と定義していま

す。

ヤングケアラーイメージ

「ヤングケアラー」と思われる子どもに対して支援する際の課題として、家族や周囲の大人に、

子どもが「ヤングケアラー」である認識がないことや、子ども自身がやりがいを感じていたり、

自身の状況を問題と認識しておらず、支援を求めないことが挙げられています。

また、ヤングケアラーを広く支援するために、「ヤングケアラー」という言葉が社会で広く認

識されるようになることが社会全体に期待されています。

ヤングケアラーと呼ばれる子どもが存在することを多くの方々に知っていただき、こうした子

どもの中には、家族の介護等が必要なことにより、子どもの健やかな成長や生活への影響からネ

グレクトや心理的虐待に至っている場合があることを認識することが必要です。

資料（リンク先）

ヤングケアラーに関する福岡県公式ホームページ

https://kodomonofukushi.pref.fukuoka.jp/young-carer/

令和４年度「ヤングケアラー」に関する調査結果について

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/682857_61720712_misc.pdf

厚生労働省 HP「ヤングケアラーについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/young-carer.html
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職場におけるメンタルヘルス対策

近年、仕事や職業生活に関することで、強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者

の割合が、高い水準で推移していることが、厚生労働省の調査で確認されています。また、

仕事や職業生活でのストレスについて「相談する人がいる」場合と、「相談する人がいない

場合」その割合に大きな差が出ており、事業者において相談が行える体制を確保すること

で、その改善を図ることができるとされています。
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ストレスチェックについて

○職場におけるメンタルヘルス対策は、3 つの柱から構成されています。

（一次予防） メンタルヘルス不調の未然防止

（二次予防） メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応

（三次予防） 職場復帰支援

近年、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が年々高

くなっています。また、業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症したり、自殺したと

して労災認定が行われる事案が増加傾向にあり、年間の自殺者総数２万人のうち、７千人前後の

労働者が含まれているとされています。

このような背景から、平成２７年より労働安全衛生法が一部改正され、労働者の心理的な負担

の程度を把握するための、医師、保健師等による検査（ストレスチェック）の実施が事業者に義

務づけられました。

※従業員５０人未満の事業場についても、２０２８年度より実施が義務化されます。

平成29年度地域・職域連携推進関係者会議資料 「職場における メンタルヘルス対策について」

【労働者にとっての意義】

●ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知る

・自らのストレスの状態（ストレスがどの程度高まっているか）

・自らのストレスの原因（仕事上、どのようなことが原因になっているのか）

●ストレスへの対処（セルフケア）のきっかけにする

・ストレスチェックの実施者から必要なアドバイスが行われる。

●高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる

・仕事上のストレスの要因を軽減するためには、面接指導を受けて、医師の意見を会社

側に届けることが重要。

●ストレスチェック結果を職場ごとに分析することにより、職場環境の改善が図られ、

結果として個々の事業場におけるストレスの軽減に結びつける
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【参考】

厚生労働省 「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳」

http://kokoro.mhlw.go.jp/

産業保健活動総合支援事業

厚生労働省では、事業場における産業保健活動の活性化を図るため、ストレスチェック

制度を含めたメンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援等の取組に対して、①事業者、

産業医等産業保健スタッフ等に対する研修等の実施、情報提供等、②小規模事業場に対す

る産業保健サービスの提供、助成金等の各種支援を実施しています。

産業保健総合支援センターは都道府県ごとに設置されており、また、産業保健総合支援

センター地域窓口（地域産業保健センター）は、おおむね労働基準監督署管轄区域ごとに

設置されています。

【事業者にとっての意義】

●労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる

・全ての労働者にストレスチェックを受けてもらえるようにすることが重要。

・高ストレス者が面接指導の申出を行いやすくなる環境づくりが重要。

・面接指導の結果を踏まえた就業上の措置の適切な実施が重要。

●職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる

・人間関係が原因となっている場合もあり、職場改善については、工夫が必要。

●労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経

営面でのプラス効果も期待される
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ハラスメント対策の強化について

すべての介護サービス事業者は、ハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会

均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえ、適切なサービスの提

供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、従事者等の就業環境が害されることを防

止するための方針を明確にする等、必要な措置を講じることが義務付けられています。

また、併せて、令和3年度に発出された留意事項通知において、カスタマーハラスメント

防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることも推奨されています。

ハラスメント対策に関する事業主への義務付けについて

カスタマーハラスメントとは

・ 職場におけるセクシュアルハラスメントについては男女雇用機会均等法において、

職場におけるパワーハラスメントについては労働施策総合推進法において、事業主に

対して、事業主の方針等の明確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じるこ

とを義務付けている。（パワーハラスメントの義務付けについて、大企業は令和２年６

月1日、中小企業は令和４年４月１日から施行（それまでは努力義務））

・ 職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しては、① セクシュア

ルハラスメントについては、指針において、男女雇用機会均等法（昭和47年法律第113
号）において事業主に対して義務付けている雇用管理上の措置義務の対象に含まれる

ことが明確化された（令和２年６月１日より）。② パワーハラスメントについては、

法律による事業主の雇用管理上の措置義務の対象ではないものの、指針において、事

業主が雇用管理上行うことが「望ましい取組」のとして防止対策を記載している（令

和２年６月１日より）。

※ 職場におけるセクシュアルハラスメント

職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働

条件につき不利益を受けるもの又は当該性的な言動により労働者の就業環境が害される

もの。

※ 職場におけるパワーハラスメント

職場において行われるⅰ優越的な関係を背景とした言動であって、ⅱ業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより、ⅲ労働者の就業環境が害されるもの、このⅰからⅲま

での要素を全て満たすもの。

利用者やその家族等の立場から、執拗な要求や悪質なクレームを行う行為の事で、そ

の立場を利用し、事業者やそのスタッフに対して「理不尽な要求」、「無理難題や謝罪」

を求める行為、また最近では「ネットなどを通して、意図的に信用を失墜させる内容を

書き込む」等の行為が行われること。
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